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令和８年度若年者地域連携事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚 生 労 働 省 東 京 労 働 局 

職 業 安 定 部 職 業 安 定 課 
 



 

「令和８年度若年者地域連携事業」の調達に関わる入札公告（令和８年１月 30 日付）に基づく

入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 契約担当官等 

支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 大隈 由加里 

 

２ 調達内容 

（１）調達案件 令和８年度若年者地域連携事業 

（２）調達案件の仕様 

別添１委託要綱及び別添２仕様書のとおり。 

※委託要綱の不明点は、電子メールにより下記４（２）の担当者に照会すること。 

（３）契約期間 

契約日から令和９年３月 31 日（水） 

（４）履行場所 

別添１委託要綱及び別添２仕様書のとおり。 

（５）入札方法 

落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。なお、落札決

定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出する

こと。 

また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確

定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこと

となる。 

（６）入札保証金及び契約保証金 

免除する（会計法第29条の４、第29条の９、予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）

第72条第１項、第77条第２号及び第100条の３第３号）。 

 

３ 競争参加資格 

（１）予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有

さない。 

ア 当該契約を締結する能力を有しない者（未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契

約締結のために必要な同意を得ている者を除く。）、破産者で復権を得ない者及び暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第１項各号に掲げる者。 

イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後２年を経過していない者（こ

れを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。） 

（ア）契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量

に関して不正の行為をした者 

（イ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため



 

に連合した者 

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（エ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

（オ）正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

（カ）契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に

虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

（キ）前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当

たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 

（２）令和７・８・９年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でＡ、

Ｂ又はＣ等級に格付けされている者であること。 

（３）次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 

ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 

イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。 

（４）労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未

適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと（入札書提出期限の直近２年間の保険料の

滞納がないこと。）。 

（５）厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）入札書提出時において、過去３年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を

失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 

（７）この入札の入札書提出期限の直近１年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことに

より送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたものに限る。）を受けた者

にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれ

がないこと。 

（８）入札書提出時において、過去２年間に厚生労働省東京労働局が所管する委託事業で以下のいずれ

かに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。 

① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を

受けたこと。 

② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日

までに改善をしなかったこと。 

③ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回

答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。 

④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。 

（９）情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化

されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。

また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。 

（10）履行場所に関し、本業務が履行可能な施設、設備等を有していること。なお、自然災害やシステ

ム災害等が生じた際、代替設備やバックアップ機能により、業務の継続履行が可能であること。 

（11）その他仕様に基づく要件等を満たしていること。 

 

４ 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等 

（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

〒102-8305 



 

千代田区九段南１－２－１ 九段第三合同庁舎14階 

東京労働局総務部会計課用度係 

担当 榎本（えのもと） 

電話 03-3512-1607 

電子メール  enomoto-risa.fj0@mhlw.go.jp 

（２）提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先 

ア 問い合わせ先・方法 

下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。 

なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 

〒102-8305 

千代田区九段南１－２－１ 九段第三合同庁舎 12 階 

東京労働局職業安定部職業安定課 若年雇用係 

担当 廣瀧（ひろたき）・石田（いしだ） 

電話 03-3512-1657 

電子メール  jakunen-tokyo@mhlw.go.jp 

イ 問い合わせの受付期間 

令和８年１月30日（金）～令和８年２月16日（月）17時 

ウ 問い合わせに対する回答 

問い合わせに対する回答は、令和８年２月 17 日（火）17 時までに、質問者及び入札書類

を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 

ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 

 

５ 提案書類の提出等 

（１）提案書類の受領期限 

令和８年２月 24 日（火）15 時必着 

封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記４（２）まで提出すること。 

なお、原則郵送（書留郵便に限る）での提出とするが、持参での提出（事前の連絡は不要だ

が、開庁日の9時から12時、13時から17時に持参すること。また、受領期限最終日におい

ては15時までに持参すること。）も可とする。未着の場合、その責任は参加者に属するもの

とする。 

（２）提案書類に関するプレゼンテーションの実施 

  提案書類に関するプレゼンテーションは基本的に実施しないこととする。 

（３）提案書類の無効 

   本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は

受理せず無効とする。 

（４）不備があった場合の取扱い 

   一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあ

った旨を速やかに通知する。 

   この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場

合は、提案書類は無効とする。 

 

６ 入札書の提出場所等 



 

  本件入札は、電子調達システム（https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101）

により執行することとし、厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）及び入札書の提出は以

下のとおりとする。原則、入札は電子入札によること。 

（１）電子調達システムにより入札を行う場合 

ア 入札書の提出期限 

  令和８年２月 24 日（火）15 時必着 

イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調

達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書

の提出期限に遅れた場合は一切認めない。 

（２）紙による入札の場合 

  ア 入札書の提出期限 

    令和８年２月 24 日（火）15 時 

  イ 入札書は別紙１の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名（法人の場合は

その名称又は商号）及び「令和８年３月 10 日（火）開札『令和８年度若年者地域連携事

業』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記４（１）へ提出しなければならない。 

なお、原則郵送（書留郵便に限る。）で提出とするが、持参での提出も可とする。 

再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入

札書か分かるようにすること。 

  ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の３桁を記入しなければならない。入札書に電子

くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。 

   ※ 電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が

決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き（８

（４）参照）に使用される 

  エ 紙による入札の場合は、別紙７の様式を提出しなければならない。 

  オ 紙により入札する場合には、郵送又は持参の提出方法にかかわらず、提出期限までに上

記４（１）の連絡先へ、入札書を提出した旨を電子メールにより連絡すること。 

その際、メールの件名は「令和８年３月 10 日（火）開札『令和８年度若年者地域連

携事業』の入札書提出の連絡」とし、メールの本文に競争参加者の氏名、名称又は商号

を記載すること。 

事前連絡が無い場合は、落札者の決定に影響する可能性があるので留意すること。 

（３）入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 

（４）代理人による入札 

ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任

の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。 

なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。 

イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理

人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙

２による委任状を上記４（１）に提出しなければならない。なお、代表者名で入札する

場合の委任状は不要とする。 

ウ 入札者又は代理人（以下「入札者等」という。）は、本件調達に係る入札について他の



 

入札者の代理人を兼ねることができない。 

（５）入札手続に要求される事項 

   この一般競争に参加を希望する者は、令和８年２月24日（火）15時までに別紙４に記載の

ある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達

システムに定める手続に従い提出しなければならない。 

   なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記４（１）契約条

項を示す場所に提出すること。 

（６）入札の無効 

ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者

に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書

は無効とする。 

ウ 別紙５及び別紙６の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反

することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 

（７）入札の延期等 

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行

することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取

り止めることができる。 

（８）入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。 

 

７ 開札の取扱い 

（１）開札の日時及び場所 

令和８年３月10日（火）10時30分 

（２）電子調達システムによる入札の場合 

   電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要で

あるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札

に立ち会うものとする。 

（３）紙による入札の場合 

  ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立

ち会わせて行う。 

なお、開札への立会を希望する場合は、令和８年２月24日（火）までに、上記４

（１）の連絡先へメールにて連絡すること。 

  イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち

会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。開札の結果は電話等で連絡する。 

  ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 

  エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認め

た場合のほか、開札場を退場することができない。 

  オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応

じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。 

（４）再度入札の取扱い 



 

開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札

がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ

再度入札のための入札書も同封しておくこと。 

紙による入札で入札者又はその代理人が開札に立ち会う場合にも、上記６（２）におけ 

る入札書の提出時にあらかじめ再度入札のための入札書を同封すること。 

電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものと 

する。 

 

８ その他 

（１）本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）落札者の決定方法 

総合評価落札方式とする。 

ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加

資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第７９条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち

必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合

評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 

ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格を

もって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者と

することがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示につ

いて協力しなければならない。なお、事情聴取及び関係資料等の提示に応じない場合又

は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落

札者としない場合があるため留意すること。 

①落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認められる場合（低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に

開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査（契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて）を実施した上で落札者を決定し、

後日入札者に通知する。調査に当たって求める資料は以下のとおり。） 

・当該価格により入札した理由及び積算の妥当性が分かるもの（価格内訳書、工程表を含む） 

・契約の履行体制 

・契約期間中における他の契約請負状況 

・手持機械その他固定資産の状況 

・国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況（※契約実績） 

・経営状況（設立・営業品目・資本金等（直近の財務諸表、全部事項証明）） 

・信用状況（※賃金不払い及び下請代金支払い遅延状況等） 

・個人情報の取扱いに関する事項（セキュリティ体制） 

②その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく

不適当であると認められる場合 

イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係の

ない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 



 

（３）契約書の作成 

  ア 本件の契約締結予定年月日は令和８年４月１日とする。ただし、契約締結日（履行 

期間又は契約期間の初日）までに政府予算案（暫定予算含む）が成立していない場合 

は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契 

約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕 

様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。 

イ 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳

（請負金額内訳明細書）の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 

ウ 契約の締結に当たっては、原則、電子調達システムを利用した電子契約によること。 

エ 紙媒体で契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、

まず、その者が契約書の案２通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約

書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 

オ 上記のエの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書

の１通を契約の相手方に送付するものとする。 

カ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契

約は確定しないものとする。 

キ 契約締結後、国は契約に係る情報（契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号

及び契約金額等）を公表する。 

（４）支払条件等 

適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 

（５）人権尊重への取り組み 

入札参加者は、入札書の提出（GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む）をも

って「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年

９月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決

定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 

（６）インボイス制度の施行 

インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者（消費者、免税

事業者又は登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。）から課税仕

入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担につい

ては、国が支弁する。そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している

場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もるこ

と。なお、その際は、令和５年10月１日から令和８年9月30日までにおいては、免税事業

者等からの仕入税額相当額の8割、令和８年10月１日から令和11年9月30日までにおいて

は、免税事業者等からの仕入税額相当額の５割を仕入税額とみなして控除することが可能

である経過措置を踏まえること。 

なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対

しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位

の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。仕入先である免税事業者との取引に

ついて、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題

となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わない



 

よう注意すること。 

（７）契約を締結しない場合の違約金 

   落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格（入札書に記載された金額に当該金額の

100 分の 10 相当する額を加算した金額（円未満の端数切捨て）の 100 分の５に相当する金

額（円未満の端数切上げ）を違約金として納めなければならない。 

 

９ 提出書類 

（１）入札書（別紙１）             １部 

（２）提案書類一式 

  ア 提案申請書（別紙３）          １部 

  イ 提案書                 ８部（原本１部・写し７部） 

  ウ 全省庁統一資格書（写）         １部 

  エ 直近２年間の保険料の領収書（写）    １部 

オ 誓約書（別紙５及び別紙６）       １部  

カ 適合証明書（別紙10）             １部 

  キ その他の書類              １部 

上記（２）ア及びイについては上記４（２）へ、上記（１）及び（２）ウ～キについては電

子調達システムにより入札を行う場合は、スキャナ等により電子データ化したものを電子調達

システムに定める手続に従い提出し、紙による入札の場合は上記４（１）へ提出すること。 

なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案

者が特定できないようにすること。 

   また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推

進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類

の写しを上記４（２）担当者に提出すること。 

①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活

躍推進法」という。）第９条に基づく認定（えるぼし認定）に関する基準適合一般事業主認

定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。 

②女性活躍推進法第12条に基づく認定（プラチナえるぼし認定）に関する基準適合認定一般事

業主認定通知書 

③次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代法」という。）第13 

条又は第15条の２に基づく認定（くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん 

認定）に関する基準適合一般事業主認定通知書 

  ④青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和４５年法律第９８号）第15条に基づく認定（ユー

スエール認定）に関する基準適合事業主認定通知書 

⑤女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届 

⑥次世代法第12条に基づく一般事業主行動計画策定届 

 さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当

する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」（別紙８又は別紙９）を上記４（２）へ提

出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた

場合は、裏面の（留意事項）に基づき、事業年度等（事業年度及び暦年）が終了した後、速や

かに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記４

（２）担当者に提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等



 

においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。 

 また、賃上げの表明期間について、事業年度もしくは暦年の選択が可能であるが、経年的に

本制度による加点を受けようとする場合、前年度に加点を受けるため表明した期間と当年度に

加点を受けるために表明した期間が重複することがないようにすること。 

 

10 総合評価に関する事項 

（１）業務内容の仕様 

別添２「仕様書」のとおりとする。 

（２）総合評価に関する事項及び方法 

別添４「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。 

 

11 その他留意事項 

（１）入札書、提案書類の用紙サイズは、Ａ４を原則とする。なお、提案書の作成においては、別添

３「提案書類作成要領」を確認すること。 

（２）入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。 

（３）入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

（４）入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載を

したものに対して指名停止の措置を行うことがある。 

（５）提案書類の取扱い 

  ア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。 

  イ 提出された提案書類は返却しない。 

  ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断

で使用しないものとする。 

（６）入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認め

ない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病気休

暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の

担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。 

（７）提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了

承なく公表又は使用してはならない。 

（８）提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。 

 

○ 様式等 

  別紙１ 入札書作成様式 

別紙２ 委任状 

別紙３ 提案申請書 

別紙４ 競争参加資格等確認関係書類 

別紙５ 競争参加資格に関する誓約書 

別紙６ 暴力団等に該当しない旨の誓約書 

  別紙７ 電子調達システム案件の紙入札方式での参加について 

  別紙８ 従業員への賃金引上げ計画の表明書（大企業用） 

別紙９ 従業員への賃金引上げ計画の表明書（中小企業等用） 

別紙 10 適合証明書 



 

 

別添１ 委託要綱 

別添２ 仕様書 

別添３ 提案書類作成要領 

別添４ 評価項目及びその評価基準 

  



 

 

別紙１ 

入 札 書 
 

 

 

￥                        －  

 

 

案件名：「令和８年度若年者地域連携事業」 

 

上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

住 所 

 

商 号 

 

代表者               

 

代理人 

 

 

 

 

支出負担行為担当官 

厚生労働省東京労働局総務部長  殿 

 

  



 

別紙２ 

 

 

委  任  状 
 

 

 

             

        （住所）                                  

 

 

       私は、（氏名）                         を代理人と定め下記案件の 

入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 

 

          

案件名：令和８年３月 10 日（火）開札 

       令和８年度若年者地域連携事業 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

                                     住 所 

 

                                     商 号 

 

                                     代表者                            

 

                                                                  

 

支出負担行為担当官 

厚生労働省東京労働局総務部長  殿 

 

 

  



 

別紙３ 

 

「令和８年度若年者地域連携事業」総合評価落札方式による 

一般競争入札提案申請書 

 

 

                         令和  年  月  日 

 

 支出負担行為担当官 

 厚生労働省東京労働局総務部長 殿 

 

商号又は名称 

                   代表者職氏名             

 

 

「令和８年度若年者地域連携事業」の委託先として総合評価落札方式による一

般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。 

 

 

 

 

所在地 

 

〒 

 

設立年月日 

大正 

昭和  年  月  日 

平成 

令和 

 

労働者数 

 

人 

 

 

  



 

【別紙３の添付書類の参考様式】 

 
直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容 

 

直近における類似事業の実績有無 

（  有  ・  無  ） 

過去における類似事業に関わる契約実績 

事業名 契約期間 
事業内容及び概要、本事業

との類似性 
契約金額等 

 自 

至 

 
千円 

 自 

至 

 
千円 

 自 

至 

 
千円 

 自 

至 

 
千円 

 自 

至 

 
千円 

 

財務諸表 

今期の見込み及び過去の実績 

項目 
令和７年度（確定・見込） 

／  ～  ／ 

令和６年度（確定） 

／ ～ ／ 

令和５年度（確定） 

／ ～ ／ 

売上高 千円 千円 千円 

当期損益又は年度損益 千円 千円 千円 

前年度繰越損益 千円 千円 千円 

年度末未処分利益 千円 千円 千円 

年度末借入金残高 千円 千円 千円 

 

添付資料：会社概要、貸借対照表、損益計算書 

  



 

別紙４ 

 

競争参加資格等確認関係書類 

 

１ 提出書類 

（１）令和７・８・９年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）の写 

（２）以下の直近２年間の保険料の領収書の写（①②ともに必須） 

  ①労働保険 

②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金 

（以下、アを原則とし、用意できない場合はイ） 

ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日（提出日から６か月以内）におい 

て過去２年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面（写しの提出 

可） 

例：労働保険料等納入証明書（労働保険）、社会保険料納入証明書（社会保険） 

イ 直近２年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し 

  例：納付書・領収証書（労働保険）、領収済通知書（健康保険、厚生年金保

険）、健康保険料振込受付書（健康保険） 

（３）誓約書（別紙５及び別紙６）及び添付書類 

（４）《紙入札の場合のみ》電子調達システム案件の紙入札方式での参加について（別紙７） 

（５）適合証明書（別紙10） 

 

２ 提出期限  令和８年２月24日（火）15時（必着） 



 

別紙５ 

競争参加資格に関する誓約書 

 

下記の内容について誓約いたします。 

なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかった

ことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は

一切申し立てません。 

記 

 

１ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

 

２ 入札書提出時において、過去３年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく

信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 

 

３ この入札の入札書提出期限の直近２年間において、厚生労働省が所管する法令に違反した

ことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたものに限

る。）を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保

に支障を及ぼすおそれがないこと。 

 

４ 入札書提出時において、過去２年間に厚生労働省東京労働局が所管する委託事業で、以下の

いずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。 

① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約

の解除を受けたこと。 

② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわら

ず、期日までに改善をしなかったこと。 

③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答

をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。 

④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となっ

たこと。 

 

５ 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。 

 ①算決算及び会計令第 70 条の規定に該当する者であること。 

 ②予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当する者で、その事実があった後２年を経過してい

ない者（これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とす

る。）であること。 

 

６ 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 

 

７ 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分

を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 

 



 

８ 前記１から７について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても

同様であること。 

 

令和  年  月  日  

住所                    

    商号又は名称                

     代表者氏名                 

 

支出負担行為担当官 

厚生労働省東京労働局総務部長 殿 



 

別紙６ 

 

誓 約 書 
□ 私 

□ 当社 は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当

することはありません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被るこ

ととなっても、異議は一切申し立てません。 

また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することにつ

いて同意します。 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与

している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であ

るとき。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いるとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしているとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者。 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 

（４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者。 

 

令和  年  月  日 

住所(又は所在地)  

社名又は代表者名             

 

※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月

日が明らかとなる資料を添付すること。 



 

【添付書類の参考様式】 

役 員 等 名 簿 
 

法人（個人）名：                          

 

役職名 
（フリガナ） 

生年月日 
氏名 

  
  

年  月  日 
  

  
  

年  月  日 
  

  
  

年  月  日 
  

  
  

年  月  日 
  

  
  

年  月  日 
  

  
  

年  月  日 
  

  
  

年  月  日 
  

  
  

年  月  日 
  

  
  

年  月  日 
  

  
  

年  月  日 
  

  



 

別紙７ 

電子調達システム案件の紙入札方式での参加について 

 

 

下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加でき

ないので、紙入札方式での参加をいたします。 

 

記 

 

１ 入札案件名 「令和８年度若年者地域連携事業」  

 

２ 電子調達システムでの参加ができない理由 

  （記入例） 

   ・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

                              住 所   

                              商 号 

                              代表者            

 

 支出負担行為担当官 

  厚生労働省東京労働局総務部長  殿 

 

 

 



 

 

別紙８【大企業用】 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は

対前年）増加率３％以上とすること 

を表明いたします。 
 （従業員と合意したことを表明いたします。） 
 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 
 
 
 
 
 
※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。 
 

 

  



 

（留意事項） 
１ 事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該

事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 
２ 暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の

法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出して

ください。 
３ 上記１による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとし

ます。 
４ 上記３による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公

告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事

由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事

由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知する

ものとします。 

  



 

別紙９【中小企業等用】 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率１．５％以上

とすること 

を表明いたします。 
 （従業員と合意したことを表明いたします。） 
 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 
 
 
 
 
 
※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。 

 

  



 

（留意事項） 
１ 事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業

当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してくださ

い。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 
２ 暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の

法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出して

ください。 
３ 上記１による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとし

ます。 
４ 上記３による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判

明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時

に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとしま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙10 

 

令和  年  月  日 

 

 

適  合  証  明  書 
 

 

 

入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたしま

す。 

 

 

住所 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名              

 

案件名：令和８年度若年者地域連携事業 

 

 

競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由 

予決令第70条及び第71条に規定される次の事項

に該当しないこと。 

ア 当該契約を締結する能力を有しない者（未

成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約

締結のために必要な同意を得ている者を除

く。）、破産者で復権を得ない者及び暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律第32条

第１項各号に掲げる者。 

イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその

事実があった後２年を経過していない者（これ

を代理人、支配人その他の使用人として使用す

る者についてもまた同様とする。） 

（ア）契約の履行に当たり故意に製造その他役

務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をした者 

（イ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な

価格を害し若しくは不正の利益を得るために連

合した者 

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契

約を履行することを妨げた者 

（エ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務

 添付書類は不要（資格を満

たす旨を記載すること） 



 

の執行を妨げた者 

（オ）正当な理由がなくて契約を履行しなかっ

た者 

（カ）契約により、契約の後に代価の額を確定

する場合において、当該代価の請求を故意に虚

偽の事実に基づき過大な額で行った者 

（キ）前各号のいずれかに該当する事実があっ

た後２年を経過しない者を、契約の履行に当た

り、代理人、支配人、その他の使用人として使

用した者 

令和７・８・９年度厚生労働省競争参加資格(全

省庁統一資格) 「役務の提供等」でＡ、Ｂ又は
Ｃ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争

参加資格を有すること。 

 添付書類は不要（別紙４に

基づき提出すること） 

資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記

載していないこと。経営の状況が健全であるこ

と。信用度が極度に悪化していないこと。 

 以下の写しを添付。 

・過去２か年度分の財務諸

表 

※上記写しのほか、必要な

場合に労働者名簿、賃金台

帳、本事業を受託した際に

予定している外注先の情

報・業務内容等の提出を求

めることがある。 

労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会

管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用

及びこれらに係る保険料の滞納がないこと（入

札書提出期限の直近２年間の保険料の滞納がな

いこと。）。 

 添付書類は不要（別紙４に

基づき提出すること） 

厚生労働省から指名停止の措置を受けている期

間中でないこと。 

 添付書類は不要（資格を満

たす旨を記載すること） 

入札書提出時において、過去３年間に厚生労働

省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用

を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと

判断される者でないこと。 

 添付書類は不要（資格を満

たす旨を記載すること） 

入札書提出期限の直近１年間において、厚生労

働省が所管する法令に違反したことにより送検

され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機

関から公表されたものに限る。）を受けた者に

あっては、本件業務の公正な実施又は本件業務

に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそ

れがないこと。 

 添付書類は不要（資格を満

たす旨を記載すること） 



 

入札書提出時において、過去２年間に厚生労働

省東京労働局が所管する委託事業で以下のいず

れかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来

すと判断される者でないこと 。 

① 契約書に基づき、受託者の責において、委

託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の

解除を受けたこと。 

② 契約書に基づき、委託者による監査を受

け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわら

ず、期日までに改善をしなかったこと。 

③ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施

状況報告書を求められたにも関わらず、期日ま

でに回答をしない又は回答が不十分など誠実に

対応しなかったこと。 

④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責に

おいて、業務の未履行のために不合格となった

こと。 

 添付書類は不要（資格を満

たす旨を記載すること） 

情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生し

た場合において実施すべき事項、手法等が明確

化されており、かつ、情報セキュリティ及び個

人情報保護に関する教育体制が整備されている

こと。また、過去に重大な情報漏えい問題が発

生していないこと。 

 添付書類は不要（資格を満

たす旨を記載すること） 

履行場所に関し、本業務が履行可能な施設、設

備等を有していること。なお、自然災害やシス

テム災害等が生じた際、代替設備やバックアッ

プ機能により、業務の継続履行が可能であるこ

と。 

 履行場所等に関する資料

（様式任意） 

その他仕様に基づく要件等を満たしているこ

と。 

 添付書類は不要（資格を満

たす旨を記載すること） 

※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 

 

 

 



                                   別添１ 

 

令和８年度若年者地域連携事業委託要綱 

 

 

（通則） 

第１条 令和８年度若年者地域連携事業（以下「委託事業」という。）の委託について

は、この要綱の定めるところによる。 

 

（委託事業の目的） 

第２条 委託事業は、若年失業者やフリーター等を対象に、都道府県等の地域の関係者

を構成員とする協議会が提案する、都道府県の強み・特色を活かした創意工夫のある

事業（職業紹介事業に該当する事業を除く。）を実施するため、都道府県労働局が適

切と認められる団体に対し若年者地域連携事業を委託し、ジョブカフェ等において実

施することにより、若年者の雇用の安定・促進を図ることを目的とする。 

  

（委託事業の内容） 

第３条 委託事業は、次のⅠ～Ⅴまでに掲げる事業のうち、地域の関係者との連携の下、

相補的な事業内容となるよう検討のうえ、地域の実情を踏まえた事業を実施するもの

とする。 

  なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実

施不可とする。 

Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援 

Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス 

Ⅲ UIJ ターン就職に係る支援 

Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援 

Ⅴ 上記Ⅰ～Ⅳに掲げる以外のもので、都道府県の強み・特色を活かした創意工 

 夫のある若年者の雇用の安定・促進に資する事業 

 

（委託先） 

第４条 厚生労働省東京労働局長（以下「委託者」という。）は、委託事業の実施に必

要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者（以下「受託者」

という。）に、委託するものとする。 

 

（特定の技術等） 

第５条  第３条に規定する委託事業の内容を実施するために必要な特定の技術等は、

次のとおりとする。 

 １ 第３条に掲げる事業及び「『令和８年度若年者地域連携事業』の実施に係る仕 

 様書」の内容について実施できること。 

２ 事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、



 

直ちに事業を実施できること。 

 

（委託事業実施計画書の提出） 

第６条 受託者は、落札決定日から 14 日以内に「委託事業実施計画書」（別添１）を委

託者に提出するものとする。 

  なお、再委託を行う場合は、「令和８年度若年者地域連携事業委託契約書」（別添

２）（以下「契約書」という。）第 12 条第２項の書類を併せて提出するものとする。 

 

（委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結） 

第７条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 

２ 委託者が、前条により提出を受けた委託事業実施計画書について、事業の目的に照

らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省東京労働局総務部長は、遅

滞なく受託者と契約を締結するものとする。また、受託者が再委託を希望する場合は、

契約書第 12 条第２項の承認を必要とするものとする。 

 

 



 

（別添１） 

（元号） 年 月 日 

 

委託事業実施計画書 

 

住   所 

 受 託 者 

代 表 者     

 

１ 委託事業の目的・内容 

 (1) 目的 

 

 

 (2) 内容 

 

 

２ 委託事業を行う場所 

 

 

３ 委託事業実施期間 

令和 年 月 日から令和９年３月 31 日 

 

４ 実施計画の内容 

 (1) 委託事業実施計画（別紙１のとおり） 

 (2) 所要経費 金          円（内訳は別紙１のとおり） 

        

５ 個人情報等の送付手順書及びアップロード手順書（別紙２のとおり） 



 

（別添１別紙１） 

 

委託事業実施計画 

 

 

（１）委託事業実施計画 

 

 

（２）所要経費 

 （単位：円） 

 

区  分 

 

 

金 額 

 

 

所 要 経 費 積 算 内 訳 

 

１ 事業費 

 

 

２ 管理費 

 

 

３ 人件費 

 

 

４ 消費税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 

 

 

 

 

 

 



 

（別添 1別紙２） 

番         号 

                                         令和  年   月   日 

 

 東京労働局長 殿 

 

 

                                                    受託者名     

 

 

令和８年度若年者地域連携事業送付手順書及びアップロード手順書 

 

 個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施しま

す。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。 

 

記 

 

(1) ・・・・・・・・ 

 

  



 

（別添２） 

令和８年度若年者地域連携事業委託契約書 

 

 令和８年度若年者地域連携事業委託要綱に基づく令和８年度若年者地域連携事業

（以下「委託事業」という。）の委託について、支出負担行為担当官東京労働局総務

部長 大隈 由加里（以下「甲」という。）と（受託者名）（役職）（氏名）（以下

「乙」という。）とは、次のとおり契約を締結する。 

 

（事業の委託） 

第１条 厚生労働省東京労働局長（以下「委託者」という。）は、委託事業の実施を

乙に委託する。 

 

（事業の目的） 

第２条 委託事業は、若年失業者やフリーター等を対象に、都道府県等の地域の関係

者を構成員とする協議会が提案する、都道府県の強み・特色を活かした創意工夫の

ある事業（職業紹介事業に該当する事業を除く。）を実施するため、都道府県労働

局が適切と認められる団体に対し若年者地域連携事業を委託し、ジョブカフェ等に

おいて実施することにより、若年者の雇用の安定・促進を図ることを目的とする。 

 

（委託事業の実施） 

第３条 乙は、委託者が定めた「『令和８年度若年者地域連携事業』の実施に係る仕

様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和８年度若

年者地域連携事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。 

 

 

（委託期間） 

第４条 委託事業の委託期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までとす

る。 

 

（委託費の交付額） 

第５条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費（以下「委託費」という。）と

して、金○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税額金○○○，○○○円）

を限度に交付する。 

２ 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 28

条第１項及び第 29 条並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 72 条の 82 及び

第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。 

３ 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分（以下「経

費区分」という。）に従って使用しなければならない。 



 

 

（委託事業等の変更等） 

第６条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書（様

式第１号）により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。 

（１）委託事業の内容を変更するとき 

（２）国の予算額に変更があったとき 

２ 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申

請書（様式第２号）を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合（軽微な変更を除く。） 

（２）委託費の経費区分の配分を変更する場合（人件費及び消費税を除く委託費の

経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の 20％以内

の変更を除く。） 

３ 委託者が、前２項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるとき

は、甲は、変更委託契約書（様式第３号）により、乙と変更委託契約を締結するも

のとする。 

４ 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止（廃止）承認

申請書（様式第４号）を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 

５ 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業

の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければ

ならない。 

 

（契約保証金） 

第７条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 

 

（他用途使用等の禁止） 

第８条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはなら

ない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠く

ような過大な支出は禁止する。 

 

（財産の管理） 

第９条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等（以下「財

産」という。）並びに賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品（以下「機器

等」という。）については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託

費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 

２ 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とす

るが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約

で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、

管理上必要な事項を記録しなければならない。 



 

 

（郵券等の保管禁止） 

第 10 条 乙が郵券、回数券、プリペイドカード等の金券及び消耗品を委託費により購

入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。 

 

（財産処分の制限） 

第 11 条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で

財産処分承認申請書（様式第５号）を甲に提出し、その承認を受けなければならな

い。なお、委託事業の実施に伴い取得した全ての財産について、売払い等により収

入があったときは、国に納付しなければならない。 

２ 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、

委託事業が終了（委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。）したとき

は、これを甲に返還するものとする。 

 

（再委託） 

第 12 条 乙は、委託事業の全部を第三者（乙の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86

号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）を含み、以下「再委託先」という。）

に再委託することはできない。 

２ 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承

認申請書（様式第６号）を提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。

ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合はこの限りでない。 

３ 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託先の行

為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 

４ 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等

の義務を再委託先に負わせるものとし、乙がこの契約を遵守するために必要な事項

について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。 

 

（承認を受けた再委託内容の変更） 

第 13 条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第

２項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書（様式第７号）

を委託者経由で甲に提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。 

 

（履行体制） 

第 14 条 再委託を行う場合には、当該再委託先の商号又は名称及び住所並びに委託を

行う業務の範囲を記載した履行体制図（様式第８号）を委託者経由で甲に提出しな

ければならない。また、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合も同様と

する。 

２ 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書（様式第



 

９号）を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合については、提出を要しない。 

（１）受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみ

の変更の場合 

（２）事業参加者の住所の変更のみの場合 

（３）契約金額の変更のみの場合 

３ 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めた

ときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 

 

（実施状況報告書） 

第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、

乙に対し、委託事業実施状況報告書（様式第 10 号）の提出を求めることができるも

のとする。 

２ 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた

場合には、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。 

３ 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当

該業務の実施について指示をすることができるものとする。 

 

（業務完了報告書の提出） 

第 16 条 乙は、業務終了後、又は令和９年３月 31 日までに業務完了報告書（様式第

11 号）を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 

 

（検査の実施） 

第 17 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の

末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成す

る。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、

これに立ち会わなければならない。 

２ 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行

部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。 

３ 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。 

 

（実施結果報告書の提出） 

第 18 条 乙は、委託事業が終了（中止又は廃止を含む。）したときは、その日から起

算して 30 日以内又はその翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに委託事業実施

結果報告書（様式第 12 号）を委託者に提出しなければならない。 

 

（委託費の区分経理等） 

第 19 条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事



 

業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければな

らない。 

 

（書類の備付け及び保存） 

第 20 条 乙は委託事業の実施経過並びに委託事業に係る収入及び支出の関係を明ら

かにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとと

もに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領

収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 

２ 乙は、前項の書類等を委託事業の終了（中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。）

の日の属する年度の終了後７年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象とな

っている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか

遅い日までの間保存しなければならない。 

 

（実施に関する監査） 

第 21 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及

び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができること

とする。この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。 

２ 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、

委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる

こととする。この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなけれ

ばならない。 

 

（委託費の精算等） 

第 22 条 乙は、委託事業が終了（中止又は廃止を含む。）したときは、その日から起

算して 30 日以内又はその翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに、委託費精算

報告書（様式第 13 号）を委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙

は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するととも

に、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。 

２ 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査

し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書（様式第

14 号）により委託者を経由して、乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。

なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第５条第１項及び同条第３項に

規定する委託費の限度額（ただし、就職者数実績が一定の基準を下回る場合には、

仕様書８「契約額の減額」に規定する減額を適用した額を限度とする）を経費区分

毎に比較し、いずれか低い額とする。 

３ 委託事業の総額が、第５条第１項の額を超えるときには、その差額については、

乙が負担する。 

４ 乙は第２項の規定による確定通知を受けたときは、直ちに委託費支払請求書（様



 

式第 15 号）を作成し官署支出官厚生労働省東京労働局長（以下「官署支出官」とい

う。）に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、

乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、官署支

出官は乙から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払を行うものとす

る。 

 

（委託費の概算払） 

第 23 条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及

び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に

協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内

で概算払をすることができる。 

２ 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書（様式第 16 号）を官署

支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求

書を受理した日から 30 日以内にその支払を行うものとする。 

 

（支払遅延利息） 

第 24 条 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、第 22 条第４項又は前条第

２項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し昭和 24

年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める

件」（以下、「告示」という。）に定める率により計算して得られた額（百円未満切

捨）を遅延利息として支払わなければならない。 

 

（概算払における委託費の返還） 

第 25 条 乙は、第 23 条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第 22 条第２項

の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示（様

式第 17 号）により、その超える額を返還しなければならない。この場合において甲

は第 22 条第２項に規定する確定通知を省略できるものとする。 

また、委託費の取扱いから生じた利息についても甲の指示（様式第 17 号）に従っ

て返還しなければならない。 

 

（財産の帰属） 

第 26 条 委託事業の実施に伴って取得した財産は、委託者に帰属するものとする。 

 

（公表等の制限） 

第 27 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表して

はならない。 

２ 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用しては

ならない。 



 

 

（参加資格に定めた事項に違反したときの報告） 

第 28 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反

したときは、速やかに甲に報告する。 

 

（契約の解除等） 

第 29 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若

しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。 

 （１）重大な法令違反があったとき。 

（２）この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき。 

（３）第 21 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽

の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せ

ず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき（再委託先にこれらの

行為をさせ委託先の監査を拒ませたときを含む。）。 

（４）第 22 条第１項の規定に基づき提出する委託費精算報告書その他委託事業に関

し乙が行う甲への報告（第 21 条の報告を除く。）において、報告をせず又は虚

偽の報告をしたとき。 

（５）この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき。 

（６）契約履行期限までに業務が完了しないとき。 

２ 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を

要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除すること

ができる。なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とす

る。 

（１）乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政

処分を受け又は送検されたとき。 

（２）乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽が

あったことが判明したとき。 

（３）乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第１号の状況に至ったことを報告し

なかったことが判明したとき。 

３ 甲は、第１項及び前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 22 条及び第

25 条の規定に準じて委託費の精算を行う。また、契約が解除された場合において、

乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 

４ 前項の場合において、第１項又は第２項各号に規定する事由について故意又は重

大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、

甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費

がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 

 

（契約の解除に係る違約金） 



 

第 30 条 前条第１項第１号、同項第２号、同項第３号及び前条第２項の規定により甲

が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額（本契

約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 10％に相当す

る額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合におい

て、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（損害賠償） 

第 31 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与

えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならな

い。 

２ 甲は、第 29 条第１項第４号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損

害賠償の請求をしないものとする。 

３ 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担に

おいてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべ

き理由による場合は、この限りでない。 

 

（延滞金及び加算金） 

第 32 条 乙は、第 25 条の規定による委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わ

ないときは、当該未払金額に対し告示に定める率により計算して得られた額（百円

未満切捨）を延滞金として支払わなければならない。 

２ 乙は、第 25 条の規定による委託費の預金利息、第 30 条第１項の規定による違約

金及び前条第１項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないと

きは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、昭和

24 年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定め

る件」に定める率により計算して得られた額（百円未満切捨）を延滞金として支払

わなければならない。 

３ 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費

に係る領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・

毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一

部又は全部を返還し、更に委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払の日ま

での日数に応じて、年 20％の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支

払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切に使

用した金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 

４ 甲は、前項の「過失」により委託費を不適切に使用した場合において、やむを得

ない事情があると認めるときは、不適切に使用した金額の返還の全部又は一部を免

除することができる。 



 

５ 第３項の委託費の返還については、第１項の規定を準用する。延滞金、違約金、

元本（返還する委託費）及び第３項の規定による加算金の弁済の充当の順序につい

ては、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 33 条 乙は、この契約により知り得た個人情報（個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を他

に漏らしてはならない。 

２ 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の

取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び

実施体制報告書（様式第 18 号）を委託者に提出しなければならない。なお、個人情

報保護管理体制及び実施体制に変更があった場合には、速やかに個人情報保護管理

及び実施体制報告書を修正し、提出するものとする。 

３ 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記

録された資料等を委託者の承諾無しに、この契約による目的以外のために使用又は

第三者に提供してはならない。 

４ 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記

録された資料等を委託者の承諾無しに、当該契約による目的以外のために複写し、

又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合

には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 

５ 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等

の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指

示したときは当該方法によるものとする。 

６ 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理の上で問題となる事案が発生

した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について個人情報漏

えい等事案発生報告書（様式第 19 号）により、直ちに委託者に報告するとともに、

委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

７ 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書（様式第 20 号）

により、年１回以上委託者に報告しなければならない。 

８ 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行

うことができることとする。 

９ 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う

当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 

10 本条の規定（第２項及び第７項を除く）は、本契約の終了後においてもなお有効

に存続する。 

 



 

（委託事業の引継ぎ） 

第 34 条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了（中止又は廃止を含む。）した後、

委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継ぎ

を適切に行うものとする。 

 

（信義則条項） 

第 35 条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第 36 条 甲は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対する

書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。 

  （１） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあ

っては、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）

第７条又は第８条の２（独占禁止法第８条第１号若しくはは第２号に該当する行

為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、独占禁止法第７条

の２第１項（独占禁止法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は独占禁止法第７条の４第７項

若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行っ

たとき。 

  （２） 乙又は乙の代理人が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは同

法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提

起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同

法第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書

の写しを甲に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 37 条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が本契約の

全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、

契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）

の 10％に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

  （１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第

８条の２（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）

の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

  （２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴

金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 



 

  （３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項

又は同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行っ

たとき。 

（４）乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の６若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第

89 条第１項の規定による刑が確定したとき。 

２  乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合におい

て、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（違約金に関する延滞金） 

第 38 条 乙が前条及び第 47 条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わな

いときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、昭和

24 年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定め

る件」に定める率により計算して得られた額（百円未満切捨）の延滞金を甲の指示

に基づき支払わなければならない。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第 39 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告

を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与

している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）であるとき。 

 （２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

 （３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ているとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしているとき。 

 （５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第 40 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を



 

した場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除

することができる。 

 （１）暴力的な要求行為 

 （２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

 （３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 （４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

 （５）その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第 41 条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわた

っても該当しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号のいずれかに該当する者（以下「解除対象者」という。）を下

請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。）及び

再委託先（再委託以降の全ての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再委託

先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）

としないことを確約しなければならない。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第 42 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち

に当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるよう

にしなければならない。 

２ 甲は、乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは

下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して

当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させる

ための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除する

ことができる。 

 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第 43 条 甲は、第 39 条、第 40 条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合

は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、第 39 条、第 40 条及び前条第２項の規定により甲が本契約を解除した場合

において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 44 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼ

うゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否さ

せるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及



 

び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 

第 45 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行

政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る契約解除） 

第 46 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手

続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除する

ことができる。 

（１）乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を

受け又は送検されたとき。 

（２）乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申

告書に虚偽があったことが判明したとき。 

（３）乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第１号の状況に至ったことを報告しな

かったことが判明したとき。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 

第 47 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求

に基づき、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の

契約金額）の10％に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合におい

て、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（納品物が契約の内容に適合しない場合の措置）  

第48条 甲は、第17条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、

 当該納品物が契約の内容に適合していないこと（以下「契約不適合」という。）を

知った時から１年以内に（数量又は権利の不適合については期間制限なく）その旨

を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙は

これに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第２号を請求する場合にお

いて、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないものとす

る。 

（１）甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良

品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。 

（２）直ちに代金の減額を行うこと。 

２ 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び



 

本契約の解除を行うことができる。 

３ 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は

契約不適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前

２項を適用するものとする。 

 

（監査） 

第 49 条 委託者は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査

を行うことができる。この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。 

２ 委託者は、前項に規定する監査を行うため、委託者の指名する者を乙の事業所、

工場その他の関係場所に派遣することができる。 

３ 委託者は、第１項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働

省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置

を講じるよう求めることができる。 

４ 乙は、前項の規定による委託者の求めがあったときは、速やかに、その是正措置

を講じなければならない。 

５ 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第３項に規定する委

託者が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。 

６ 乙は、委託者が乙の下請負者に対し監査を行うときは、委託者の求めに応じ、必

要な協力をしなければならない。 

 

（事故等発生時の措置） 

第 50 条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適

切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やか

にその詳細を委託者に報告しなければならない。 

２ 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得

る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を委託者に報告しなければならな

い。 

（１）保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン（以下「サーバ等」という。）

に悪意のあるコード（情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称

であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。）への

感染又は不正アクセスが認められた場合 

（２）保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されて

いるサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合 

３ 第１項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある

場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を委託者に報告

しなければならない。 

４ 前３項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が

発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘（報道を



 

含む。）があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限り

の全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに委託者に報告しなければならない。 

５ 前各項に規定する報告を受けた委託者による調査については、前条の規定を準用

する。 

６ 乙は、第１項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後

の措置について委託者と協議しなければならない。 

７ 第１項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前

項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。 

８ 前項の規定は、委託者の乙に対する損害賠償請求権を制限するものではない。 

 

（契約履行後における乙の義務等） 

第 51 条 第 49 条及び第 50 条の規定は、本契約終了後においてもなお有効に存続す

る。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。 

２ 委託者は、委託業務終了後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の

指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破

棄を求めることができる。 

３ 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必

要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。 

 

（紛争等の解決方法） 

第 52 条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたと

きは、甲乙協議の上、解決するものとする。 

２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（その他） 

第 53 条 この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙双方が記名押印

の上、各自１通を保管するものとする。 

 

 

    令和  年  月  日 

 

甲 東京都千代田区九段南１－２－１ 

             支出負担行為担当官 

                         東京労働局総務部長 大隈 由加里      印 

 

                      乙     住 所 

                   受託者名（役職）（氏名） 印 



 

別紙 

 

委託費交付内訳 

 

 

                                                           

 

 

 

委託対象経費区分 

 

 

 

委託費の額 

 

 
 
 
 １ 事  業  費 

 

 

 ２ 管  理  費 

 

 

３ 人  件  費 

 

 

 ４ 消  費  税 

 

 

 

 
                                 
             
  

 

 

                          

 

 

                          

 

 

                         

 

 

 

合     計 

 

 

 

 

 



 

（様式第１号） 

                                                開発第       号 

                                                令和  年  月  日 

 

 

     （受託者）  殿 

                                          

                                             厚生労働省東京労働局長 印 

 

 

委託事業変更通知書 

 

 

 令和８年度若年者地域連携事業について下記のとおり変更する必要が生じたの

で、通知します。 

 

                                   記 

 

１ 変更理由 

 

 

２ 変更事項 

 

変 更 前 変 更 後 

  



 

（様式第２号） 

                                                番         号 

                                                令和  年  月  日 

 

 東京労働局長 殿 

 

 

                                                    受託者名     

 

 

委託事業変更承認申請書 

 

 

 令和８年度若年者地域連携事業について、変更する必要が生じたので、下記によ

り申請します。 

 

                                   記 

 

１ 変更理由 

 

 

２ 変更年月日    令和 年 月 日 

 

 

３ 変更事項 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式第３号） 

 

変更委託契約書 

 

 令和  年  月  日付けで、支出負担行為担当官東京労働局総務部長 大隈 

由加里（以下「甲」という。）と受託者（役職）（氏名）（以下「乙」という。）と

の間で締結した「令和８年度若年者地域連携事業委託契約書」について、当該契約書

第６条第３項に基づき、下記のとおり契約を変更する。 

記 

 

１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

２ 

３ 

 

 この契約の成立の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙

それぞれ１通を保有する。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

                         甲 東京都千代田区九段南１－２－１ 

                支出負担行為担当官 

                     東京労働局総務部長 大隈 由加里  印 

 

                          乙 住 所  

                  受託者名（役職） （氏名） 印 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式第４号） 

                                                番         号 

                                                令和  年  月  日 

 

東京労働局長 殿 

 

 

                                                    受託者名     

 

 

委託事業中止（廃止）承認申請書 

 

 

 令和８年度若年者地域連携事業について、下記により中止（廃止）する必要が生

じたので、申請します。 

 

記 

 

 

１ 中止（廃止）する事業内容 

 

 

 

２ 中止（廃止）する理由 

 

 

 

３ 中止期間又は廃止年月日 

 

中止期間    令和 年 月 日から 

        令和 年 月 日まで 

 

廃止年月日   令和 年 月 日 

 

 

 



 

（様式第５号） 

                                                   番         号 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

 東京労働局総務部長 殿 

受託者   

 

 

財産処分承認申請書 

 

 

 今般、令和８年度若年者地域連携事業により取得した財産について、下記のとおり

の処分を認められたいので、令和８年度若年者地域連携事業委託契約書第 11 条第１

項の規定により承認申請いたします。 

 

記 

 

１ 財産の品目 

 

２ 数量 

 

３ 取得年月日 

 

４ 取得価格 

 

５ 取得後の使用状況 

 

６ 処分事由及び方法 

    

※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載する

こと。 

 

 

 

  



 

（様式第６号） 

                                                番         号 

                                                令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

  東京労働局総務部長 殿 

 

                                                    受託者名     

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

 

 令和８年度若年者地域連携事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託する

こととしたいので申請します。 

 

                                   記 

 

１ 再委託の相手方の商号又は名称及び住所 

 

２ 再委託を行う相手方の業務の範囲 

 

３ 再委託を行う合理的理由 

 

４ 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５ 再委託金額 

    ※見積書等の経費内訳を添付すること。 

 

６ その他必要と認められる事項 

 

 

（注）再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること 

 

 

  



 

（様式第７号） 

                                                番         号 

                                                令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

  東京労働局総務部長 殿 

 

                                                    受託者名     

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

 令和８年度若年者地域連携事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、

令和  年  月  日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとし

たいので申請します。 

 

                                   記 

 

 
 

（変更前） 

 

（変更後） 

１ 再委託の相手方の商号又は 

名称及び住所 

 

 

 

 

２ 再委託を行う業務の範囲 
 

 

 

 

３ 変更する理由 
 

 

 

 

４ 変更後の事業者が委託され

る業務を履行する能力 

 

 
 

５ 再委託を行う金額 
 

 

 

 

６ その他必要と認められる事

項 
  

 ※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 

（注）再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 



 

 

 

（様式第８号）  

                                                  番         号 

                                                  令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

東京労働局総務部長 殿 

 

                                                 受託者名     

 

 

履行体制図 

 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業所名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業所のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

 

【履行体制図の記載例】 

 

 

事業所名 住所 契約金額（円） 業務の範囲 

Ａ 東京都○○区・・・   

Ｂ    

Ｃ    

 

 

 

 

 

 

 

 

乙 

事業所Ａ 

事業所Ｂ 

事業所Ｃ 



 

（様式第９号） 

                                                番         号 

                                                令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

  東京労働局総務部長 殿 

 

                                                    受託者名     

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

 令和８年度若年者地域連携事業委託契約書第 14 条第２項の規定に基づき、下記の

とおり届け出します。 

 

記 

 

 

 

１ 契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 変更後の体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式第 10 号） 

                                                番         号 

                                                令和  年  月  日 

 

 東京労働局長 殿 

 

                                                    受託者名     

 

委託事業実施状況報告書 

 

 

 令和８年度若年者地域連携事業の実施状況について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 

 

 

２ 実施状況 

 

 

３ 実施に伴う経費支出状況 

 

事項 計画額 支出額 残額 備考 

     

合計 

    

 



 

（様式第 11 号） 

                                                  番         号 

                                                  令和  年  月  日 

 

 検査職員 

  〇〇〇〇 殿 

 

                                                        受託者名     

 

 

 

業務完了報告書 
 

 

 

 

    契約件名  令和８年度若年者地域連携事業 

 

 

 

 

 上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和８年度若年者

地域連携事業委託契約書第 16 条の規定に基づき報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式第 12 号） 

                                                  番         号 

                                                  令和  年  月  日 

 

 

 東京労働局長 殿 

 

 

                                                  受託者名     

 

 

委託事業実施結果報告書 

 

 

 令和８年度若年者地域連携事業の実施結果について、別添のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式第 13 号） 

                                                  番         号 

                                                  令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 東京労働局総務部長  殿 

 

                                                  受託者名     

 

 

委託費精算報告書 

 

 

 令和 年 月 日契約を締結した令和８年度若年者地域連携事業の実施に係る委

託費の精算について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 委託費の額                     金           円也 

 

２ 受取済額                      金           円也 

 

３ 委託事業により生じた収入額    金           円也 

 

４ 委託費支出内訳（明細は別添のとおり） 

 

区分 ①委託費の

額 

②流用額 ③実績によ

る減額 

④流用・減

額後の委託

費の額 

⑤支出額 ⑥④又は⑤

いずれか 

低い額 

⑦差引残額 

（④－⑥） 

        

合計 
       



 

 

（様式第 14 号） 

                                                  番         号 

                                                  令和  年  月  日 

 

 

      （受託者） 殿 

 

                      支出負担行為担当官  

                                  東京労働局総務部長  印 

 

 

委託事業委託費確定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付けで提出のあった「令和８年度若年者地域連携事業」

の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和８年度

若年者地域連携事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので

通知します。 

 

 

                                   記 

 

 

 

 確 定 額   金              円也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第 15 号） 

                                                  番         号 

                                                  令和  年  月  日 

 

  官署支出官 

東京労働局長 殿 

 

 

                                       受託者名              

 

                                            

委託費支払請求書 

 

 令和  年  月  日契約を締結した令和８年度若年者地域連携事業の実施に

係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 

 

                                   記 

 

 

１ 請求金額              金          円也 

 

 

 

２ 振込先 

 

   振込先金融機関・店舗名 

   預 金 種 別 

      口 座 番 号 

     （ カ  ナ  名  義 ） 

      口 座 名 義 

      名 義 人 住 所 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第 16 号） 

                                                  番         号 

                                                  令和  年  月  日 

 

官署支出官 

 東京労働局長  殿 

  

 

                                                  受託者名     

 

 

委託費概算払請求書 

 

 

 令和 年 月 日契約を締結した令和８年度若年者地域連携事業の実施に係る経

費として、下記金額を交付されたく請求します。 

 

記 

 

１ 委託費の額          金           円也 

 

２ 委託費申請内訳                 

   令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費 

   明細については別紙のとおり 

 

３ 振込先 

  

振込先金融機関・店舗名 

   預 金 種 別 

      口 座 番 号 

     （ カ  ナ  名  義 ） 

      口 座 名 義 

      名 義 人 住 所 

 

 



 

 

（様式第 16 号―別紙） 

 

 

委託費概算払請求内訳 

 

区分 
① 

委託費の額 

② 

今回申請額 

③ 

既交付額 

④（②+③） 

計 

⑤（①-④） 

差引未交付額 
備考 

       

合計 

      

 

 



 

 

（様式第 17 号） 

                                                  番         号 

                                                  令和  年  月  日 

 

   （受託者） 殿 

 

                      支出負担行為担当官  

                                  東京労働局総務部長  印 

                     

 

 

委託費確定通知及び返還命令書 

 

 

 標記について、令和  年  月  日付けで提出のあった令和８年度若年者地

域連携事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、

令和８年度若年者地域連携事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確

定したので通知します。 

 なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発

生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和  年  月  日

までに、下記金額の返還を命じます。 

 

記 

 

１ 委 託 契 約 額   金          円也 

 

２ 確 定 額   金          円也 

 

３ 返 還 額   金          円也 

委託費の残額              円 

    利 息              円 

 

 

 

 



 

 

 

（様式第 18 号） 

                                                番         号 

                                                令和  年  月  日 

 

  東京労働局長 殿 

 

                                                    受託者名      

 

個人情報保護管理及び実施体制報告書 

 

 令和８年度若年者地域連携事業委託契約書第 33 条第２項の規定により、下記のと

おり報告します。 

 

記 

 

１ 管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式第 19 号）       

個人情報漏えい等事案発生報告書 

 （第○報）    

受託者名  発生場所   

        

委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 （発覚から 営業日） 

        

（１）委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 （発覚から 営業日） 

（２）発覚年月日 年 月 日 曜日 － 

（３）発生年月日 年 月 日 曜日 － 

（４）事案の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式第 20 号） 

                                                番         号 

                                                令和  年  月  日 

 

 

  東京労働局長 殿 

 

 

                                                    受託者名     

 

 

個人情報管理状況報告書 

 

 

 令和８年度若年者地域連携事業委託契約書第 33 条第７項の規定により、下記のと

おり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 目的外利用の有無 （ 有 ・ 無 ） 

 

２ 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守 

（ している ・ していない ） 

 

３ 個人情報の複製等に関する事項の遵守   （ している ・ していない ） 

 

４ 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守 

（ している ・ していない ） 

 

５ 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却  

（ している ・ していない ） 

 

６ その他講じた措置（自由記載欄） 

 



 

「令和８年度若年者地域連携事業」の実施に係る仕様書 

 

１ 件名 

  令和８年度若年者地域連携事業 

 

２ 事業の実施期間等 

（１）事業の実施期間 

令和８年４月１日（予定）～令和９年３月 31 日 

（２）その他 

契約締結日（履行期間又は契約期間の初日）までに政府予算（暫定予算を含む。）が

成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算と

なった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協議する。 

 

３ 事業の趣旨及び概要 

  若年者を取り巻く雇用環境については、完全失業率が改善傾向にあるものの、全年齢計

に比べて高い水準で推移するとともに、フリーター数については令和６年で 136 万人とな

っており、また、大学卒業後３年以内の離職率が３割程度である等、引き続き厳しい状況

が続いている。 

このような状況を踏まえ、若年者が自らの可能性を高め、挑戦し、活躍できる社会の実

現を目指し、若者 1 人ひとりがその持てる能力を社会で発揮できるようにするためには、

地域の実情に応じたきめ細かい雇用関連サービスを提供することが必要である。 

  若年者の就職支援については、平成 15 年６月「若者自立・挑戦プラン」に基づき、関

係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対策への主

体的な取組を推進するため、都道府県が地域による若年者のためのワンストップサービス

センター（通称ジョブカフェ。以下「センター」という。）を設置しているところである。 

  このため、厚生労働省としては、若年失業者やフリーター等を対象に、都道府県等の地

域の関係者を構成員とする協議会が提案する、都道府県の強み・特色を活かした創意工夫

のある事業（職業紹介事業に該当する事業を除く。）を実施するため、都道府県労働局が

適切と認められる団体に対し若年者地域連携事業を委託し、センター等において実施する

ことにより、若年者の雇用の安定・促進を図る。 

 

４ 事業の内容 

次のⅠ～Ⅴまでに掲げる事業のうち、事業者が提案すべき事業内容を別紙１（詳細につ

いては別紙１の別添）に示すので、地域の関係者との連携の下、相補的な事業内容となる

よう検討の上、別紙２に記載すること。また、本事業における従来の実施状況に関する情

報について、別紙３に示すので参考とすること。 

事業の実施にあたっては、利用者ニーズを踏まえた適切な実施時期を設定するとともに、



適宜オンラインを活用した支援を実施するなど柔軟な対応を行うこと。 

また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホームペー

ジの活用等により効果的に広報を実施するとともに、パンフレット等の作成の際は事前に

労働局に相談を行うこと。 

なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不

可である。 

  Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援 

Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス 

Ⅲ UIJ ターン就職に係る支援 

Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援 

Ⅴ 上記Ⅰ～Ⅳに掲げる以外のもので、都道府県の強み・特色を活かした創意工夫のあ

る若年者の雇用の安定・促進に資する事業 

 

５ 支援対象者 

基本的に学生・生徒を含む概ね 35 歳未満の若年者とするが、上記４において提案する

事業内容が他の年齢層の者の就職を実現する上でも効果的であると見込まれる場合の他、

センターの支援対象年齢、都道府県施策との整合性、地域の実情等も踏まえ、他の年齢層

の者を支援対象者に含めることが適当と考えられる場合には、協議会で協議の上、これら

の者を支援対象者に含めることとして差し支えない。 

 

６ 事業の実施箇所 

  センター又はその近隣の場所において実施することを基本とする。 

 

７ 事業目標の設定 

本事業においては、イベント実施回数及び支援対象者数、就職者数の目標を設定し、実

績評価を含めた目標管理を行うものとする。応札者は、別紙１に示す目標値を参考に、提

案する個々の事業について目標値を設定するとともに、当該目標を達成するための手段に

ついて具体的に提示すること。なお、当該目標の達成状況について、受託後の実施期間中

において、四半期ごとに報告を行い、労働局による評価を受けるものとする。 

また、就職者数は実人数での計上とし、重複計上は認められない。 

 

８ 契約額の減額 

  本事業における就職者数実績が一定の基準を下回った場合、以下の通り契約額の減額を

行うこととする。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

（１）上記７で設定した目標値（事業全体）に対する達成率が 50％を下回った場合は、契

約額の１％に相当する金額（小数点以下切り捨て、以下同じ。）を契約書別紙「委託費

交付内訳」の「委託対象経費区分」の「１ 事業費」より減額する。 

（２）上記７で設定した目標値（事業全体）に対する達成率が 25％を下回った場合は、契



約額の２％に相当する金額を契約書別紙「委託費交付内訳」の「委託対象経費区分」

の「１ 事業費」より減額する。 

 

９ 事業実施期間中における事業評価 

事業実施期間中における事業評価に当たっては、以下（１）～（３）に留意すること。

なお、オンラインを活用した支援を行う場合であっても、支援対象者のその後の就職状況

について確認を行うこととし、就職状況の把握のための体制を整備すること。 

（１）事業目標の達成に向けて努めるものとし、周知広報等必要な措置を講じること。 

（２）事業目標と実績について、四半期ごとに報告を行うものとし、その際、目標達成率が

年間目標の 80％を下回る見込みの場合、受託者は、速やかに改善策を検討し、労働局担

当者の承認を得た後、改善策を講じること。 

（３）改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、受託者の負担とする。 

 

10 コーディネーター等の配置 

事業の実施に係る責任者として、次の（１）から（５）までに掲げる職務を行うコーデ

ィネーターを配置する。 

（１）事業の企画及び実施に関する事務 

（２）事業の実施状況の実地確認 

（３）事業の実施結果の取りまとめ 

（４）関係行政機関、関係団体等との連絡調整 

（５）その他事業の実施に必要な事務 

また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置

することとして差し支えない。なお、事務員の配置は任意とするが、これらの人員配置が

事業の実施に当たって効果的・効率的なものとなるようにすること。 

 

11 センターや地域関係者との連携・協力体制の整備 

事業を円滑に実施するため、センターや地域の企業、学校、行政機関等との連携・協力

ができる体制を整備すること。 

 

12 公正な取扱い 

（１）受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援

の提供を拒んではならないこと。 

（２）受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事

業の利用の有無により区別してはならないこと。 

 

13 成果物の確認及び引き継ぎ 

  受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を１冊のファイルにまとめ、成果

物として提出すること。また、実施した事業及び実績について振り返りを行い、支援対象



者や就職者の確保・目標達成に向けた課題や改善点、効果的な取組等についてまとめ、報

告を行うこと。報告内容については、次期受託者に引継ぐことを想定しているため、その

点に留意の上、対応すること。特に、就職者については年度を跨いで把握する必要がある

場合も考えられることから、次期受託者が捕捉できるよう手法等を適切に引き継ぐこと。 

成果物については、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証

を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。また、検査の結果、

成果物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、

必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物を全て提出するこ

と。 

 

14 委託費に関する考え方 

委託費の交付対象となる経費は、委託事業を実施する上で必要となる経費であり、委託

費を当該委託事業外に使用することは認められない。 

（１）事業経費の取扱い 

①人件費 

委託業務に直接従事する者の直接作業時間に対する経費（賃金等）。 

なお、会議に出席される委員等への謝金等や、請負料金、派遣料金については、人

件費ではなく、事業費として計上すること。 

  ＜留意点＞ 

 委託業務に従事する者に当該委託業務以外の業務を兼務させる場合、それぞれ
の業務に従事する時間を明確に区分すること。 

 委託業務に従事する者や当該委託業務以外の業務を兼務する者に対して、時給
制（日給制含む）で人件費を支払う場合は、年次休暇分を計上することは認めら

れない。なお、昼休み時間については、労働時間ではないことから、人件費に計

上することは当然認められない。 

 委託業務に従事する者については、当該委託業務に従事したことを出勤簿、業
務日誌、人件費の支給明細等により明らかにすること。 

 委託費により人件費を支払う時間は、当該委託事業以外の業務に従事させるこ
とはできないこと。 

②事業費 

委託事業を実施するに当たり直接必要とする経費（旅費、謝金、設備費、物品購入費、

会場借料、印刷製本費等）。 

③管理費 

管理費（受託企業の管理部門経費等当該委託事業として直接的に費用が発生するもの

ではないが業務運営上必要な間接経費）の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出

する場合は、10％若しくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とす

ること。 

なお、一般管理費率を用いる場合は、一般管理費率に関する調書を提出すること。 



【計算式】 

一般管理費率＝（「販売費及び一般管理費」－「販売費」）÷「売上原価」×100 

④対象外経費の例 

・ 国及び地方公共団体から補助金、委託費、助成金、人件費等が支給されている経

費や利用者から費用を徴収している経費 

・ 事業の趣旨に鑑みて、必要性が認められない経費（例：収入印紙、労務経理管理

に係る委託料、再委託先選定時の審査委員謝金など） 

・ 企画書の内容を超える部分の事業経費（例：企画書作成に要した費用など） 

・ 他事業経費との区別がつけられない経費（共同使用プリンターのトナー、他事業

でも使用可能な名刺など） 

・ 個人や企業の所有物となるものの購入費（市販のテキストや制服・作業服の支給

など） 

・ その他適切と認められない経費（懇親会費、講師の弁当代、職業紹介責任者講習

会の受講料など。） 

（２）都道府県労働局（以下「労働局」という。）は、精算時に受託者の支出を精査し、不

適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。 

（３）委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額（前記８の減額を適用

した場合は、減額適用後の契約額）のいずれか低い額とする。 

（４）経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。 

（５）受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。また、委

託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。 

 

15 再委託に関する取扱い 

再委託とは、本来受託業者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外

的に外部発注するものであり、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管

理部分を再委託することは認められない。 

再委託を行う際は、責任範囲や役割分担の明確化、情報管理等の観点から事前に申請を

行うこと。また、再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。原則、事後の申

請は承認できず再委託に要する経費は認められない。 

契約目的を達成するために遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の

専門業者に発注することは再委託に当たらないが、付帯的業務として、再委託に該当しな

い範囲を広く解釈しないこと。 

なお、委託契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則２分の１未満とすること。 

 

16 情報セキュリティ要件 

（１）セキュリティ管理 

   情報セキュリティに関しては、基本的に「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に

沿って必要な措置を講じること。なお、想定される脅威は、情報の持ち出し、不正アク



セス、ウイルス・不正プログラム感染等インターネットを経由する攻撃、なりすましな

どが考えられる。情報管理体制については、「（２）求められる体制」のほか、「17 機密

保持」及び「18 法令等の遵守」を踏まえ、その体制を整備すること。また、労働局担

当者が求めた場合、「情報管理体制図」、「情報管理に関する社内規則」、「情報取扱者名

簿」等体制が確保されていることを示す書類を提出すること。なお、労働局は、セキュ

リティ対策の履行状況を確認するために、随時、実地調査できるものとし、監査の実施

を必要と判断した場合は、受託者は監査を受け入れること。 

（２）求められる体制 

① 労働局から提供する情報の目的外利用を禁止すること。 

② 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委

託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更がハードウェアやソフト

ウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。 

③ 本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・

研修実績等）・実績等の情報提供を行うこと。 

④ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。 

⑤ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、労働局担当者へ

報告すること。 

⑥ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、労働

局担当者の承認を受けた上で実施すること。 

⑦ 労働局担当者が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。 

⑧ 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に

対して情報セキュリティが十分に確保されるように措置を講じること。 

⑨ 労働局担当者から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領

方法にて行うこと。 

⑩ 労働局担当者から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、

又は抹消し、書面にて報告すること。 

⑪ 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を

認知した場合は、速やかに労働局担当者に報告すること。 

⑫ 労働局担当者の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった場合（不正が行わ

れていると疑わしい場合も含む）に、追跡調査や立入検査等、労働局担当者と受託者

が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。 

⑬ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 

⑭ 受託者が本業務で知り得た情報について、労働局担当者が承認した場合を除き、受

託者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する

履行体制を有していること。 

 

 

17 機密保持 



（１）受託者は、受託業務の実施の過程で労働局担当者が提供した情報・資料(公知の情報

を除く。以下同じ。)、他の受託者が提示及び作成した情報・資料を、本業務の目的以

外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な

措置を講ずること。なお、労働局担当者が提供した情報、資料を第三者に開示する必要

がある場合は、事前に協議の上、承認を得ること。 

（２）受託者は、本業務を実施するに当たり、労働局担当者が提供した情報・資料について

は管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 

複製はしないこと。 

受託者組織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティ

を確保すること。また、労働局担当者との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則と

して、受託者組織外に持ち出さないこと。 

個人情報等の重要な情報が記載された情報・資料に関しては、原則として社外に持ち 

出さないこと。 

電磁的に情報・資料を保管する場合には、当該業務に係る体制以外の者がアクセスで

きないようアクセス制限を行うこと。 

情報・資料を保管する端末やサーバ装置等は、受託者の情報セキュリティポリシー等

により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対策等の対策が講じられ、

適切に管理・運用される必要があるため、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のた

めの統一基準や厚生労働省情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、

準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、労働局担当者の承認を得

ること。 

用務に必要がなくなり次第、速やかに労働局担当者に返却すること。 

（３）機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認

するため、労働局担当者が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。 

 

18 法令等の遵守 

（１）「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。なお、「厚生労働

省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等のサイバーセキュリテ

ィ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。開示につい

ては、契約締結後、受託者が労働局担当者に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。 

（２）受託者は、受託業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁

止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令

等を遵守すること。 

 

19 関係書類の提出 

委託業務終了後、委託費精算報告書のほか、当該委託費精算報告書の裏付けとなる証憑

書類等も併せて提出すること。 

20 その他事業実施に当たっての留意事項 



（１）事業実施によって得られる全てに係る著作権、その他の諸権利は委託者に帰属するも

のとする。 

（２）受託者は、契約の履行に当たり業務上知り得た情報については、 他人に漏らしたり、

他に利用するための情報として提供してはならないこと。 

（３）受託者は業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、「個人情報の保護に関する

法律」の規定を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した

場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに委託者に報告するとと

もに、その指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じること。 

なお、委託者から求められた場合には、本人の同意を得て、それらの者の個人情報を

提供することができる。 

また、受託者は、実施計画作成時において、個人情報等を電子メール、FAX、郵送に

より送付し、又はインターネット等にアップロードする際の送付手順書又はアップロ

ード手順書（ひな形）（別紙４参照）を作成し、委託者へ提出すること。 

（４）その他、仕様書に記載のない事項については、受託者と委託者との間で別途協議する

こと。 

（５）事業の進捗状況等を報告するため、委託者との会議を定期的に行うこと。当該会議の

開催について、別紙２に記載すること。また、当該会議の都度、原則、３営業日以内に

議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局担当者の承認を得ること。 

（６）情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその

問題の内容について報告すること。 

（事業担当部局）東京労働局職業安定部職業安定課若年雇用係 電話番号 03-3512-1657 

（契約担当部局）東京労働局総務部会計課用度係 電話番号 03-3512-1607 

（７）本事業に係るホームページを作成・公開する際には、厚生労働省サブドメイン

（mhlw.go.jp）を使用すること。 

また、当該ホームページについては、本調達による契約終了後もそのまま継続利用す

ることを想定しているため、翌年度に受託者が変更となった場合であっても使用可能な

サーバ等を用いてホームページを作成するとともに、本契約期間中に、当該ホームペー

ジの引継ぎが適切に図られるよう、必要な措置を講じること。 

 



Ⅰ　次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援
（必要性：○）※１

（事業内容）

高校求人提出企業情報をweb上で分かりやすく提供

（選定理由） 要因分析 要因分析 要因分析

企業の人材確保の支援を目的として、高卒求人掲載企業の情報をweb上で分かりやすく提
供する。
企業PRや企業紹介動画を掲載するとともに掲載企業のHP等へリンクさせ、幅広い情報を
提供することにより、高校生の企業研究や職業研究に役立つものとする。

Ⅱ　地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス
（必要性：○）※１

（事業内容）

大学２～３年生及び34歳以下のフリーター等を対象としたセミナーを指定の場所において実
施する。また、参加者確保のため、各種広報（プロモーション）を実施する。
セミナーを実施することにより就職活動の基礎力養成や就職準備度の向上を図る。
また、在職中の方や就職活動によりセミナーへ参加できない方のため、オンラインで実施し
たセミナーについて、アーカイブ配信を行う。

（選定理由） 要因分析 要因分析 要因分析

就職活動解禁後に円滑に活動を進められるようにするためには、大学２～３年次の学生に
対して、就職活動の基礎となる能力の向上を図ることが重要である。
そのため、当該年次の学生を対象にセミナーを実施する。セミナーを効果的なものとするた
め、グループワーク等を盛り込み、コミュニケーション能力の向上を目指すものから面接や
インターンシップにおけるグループディスカッションに向けた準備、業界研究、ビジネスマ
ナーなど就職活動にも入社後にも必要なスキルにつながるものとする。
また、ジョブカフェ併設ハローワーク（U-35）及びわかものハローワークでは、就職に課題を
抱える若年求職者が増えている状況にあり、個々の状況を勘案した丁寧な支援が必要で
ある。
そのため、就職活動必要な実践的なテーマを中心に取り上げ、受講後にU-35及びわかも
のハローワークでの職業相談・職業紹介に繋げるものとし、事業実施効果を高めるようにす
る。
上記をもって、安定した雇用に結びつけることを目的として実施する。

（事業内容）

就職後の悩みを抱えている若者や就職を控えた若者（または就職活動中の方）を対象に、
早期離職を防止し、職場定着を促進するためのセミナーを実施する。

（選定理由） 要因分析 要因分析 要因分析

東京都における令和４年３月卒業者の就職後３年以内の離職率は、高校で39.8％、（全国
平均37.9％）、大学で32.0％（全国平均33.8％）となっており、若年者の早期離職を防止する
ことは重要な課題である。
この問題を解決するため、在職中の若者に向け、仕事を続けていく上での心構えや不安解
消をテーマとしたセミナーを実施することにより、若年層の早期離職を防止し、職場定着率
を高めることを目的として実施する。

Ⅲ　ＵＩＪターン就職に係る支援
（必要性：✕）※１

（事業内容）

（選定理由） 要因分析 要因分析 要因分析

Ⅳ　地域の人材流出防止・地元定着に係る支援
（必要性：✕）※１

（事業内容）

（選定理由） 要因分析 要因分析 要因分析

Ⅴ　上記Ⅰ～Ⅳに掲げる以外のもので、都道府県の強み・特色を活かした創意工夫のある
若年者の雇用の安定・促進に資する事業
（必要性：○）※１

（事業内容）

ハローワーク、ジョブカフェの認知向上を図る目的で、各自治体が実施する二十歳のつどい
（成人式）の会場でプロモーション活動を行う。

（選定理由） 要因分析 要因分析 要因分析

二十歳を迎える学生や社会人に向けて身近な就職相談窓口であるハローワーク、ジョブカ
フェを認知してもらい、今後の就職活動時において積極的にハローワーク等を活用すること
で、スムーズに就職支援につなげることを目的として実施する。

※１　事業内容及び支援メニュー等は労働局が記載する。なお、（必要性：○、✕、△）については、「○＝事業実施の必要あり、✕＝事業実施の必要なし、△＝事業実施は任意」のいずれかを記載する。
※２　アウトプット目標及びアウトカム目標については労働局が記載する。
※３　事業実施後、 受託者が設定したアウトプット及びアウトカムの実績及び目標達成状況について「達成」・「未達成」の別を記載するとともに要因を記載すること。要因についてはできる限り定量的に記載し、未達成の場合のみならず達成した場合についても記載すること。

- -

目標達成状況

-

目標達成状況

-

-

-

-

55人以上
（フリーターのみ）
（アーカイブ配信で
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-
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-

-

-
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-

-
　

-

300人以上
（アーカイブ配信で
セミナーを視聴した
方も支援対象者と
してカウント可とす
る。）

-

目標達成状況

-

目標達成状況

- -
-

- -

目標達成状況

-

目標達成状況

-

-

-

25回以上
（うち５回はオンラ
インによる開催と
する）

-

-

-

・求人企業３００社
・サイトアクセス数
前年度実績以上

-
掲載企業の就職数
20人以上

-

　
-

- - - -
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-

目標達成状況

　
-

-
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アウトカム目標の達成状況と要因分析※３
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-

-

事業内容及び支援メニュー等

アウトカム

アウトプット目標②の達成状況と要因分析※３
イベント実施回数
（目標①）※１

イベント実施回数
（実績①）※２、３

支援対象者数
（目標②）※１

支援対象者数
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-
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-
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-

-

目標達成状況

-

-
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目標達成状況

-

-

目標達成状況
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（仕様書 別紙１の別添） 
令和８年度「若年者地域連携事業」提案すべき事業内容の詳細 

 
１ 共通事項 
（１）事業の実施に当たっては、東京労働局及び東京都と事前に協議・調整を行うこと。また、東京

労働局・東京都からの事業運営上必要な要請があった場合は誠実に対応すること。 
（２）会場の事前準備に関して東京労働局と協議して適切な日時で行うこと。 
（３）東京労働局及び東京都の指示に基づき必要に応じ区市町村、地域経済団体及び学校等と連携

を図ること。 
（４）若年者の就職支援経験のある専門スタッフを必要な人数確保し支援体制を整えること。 
（５）当該業務遂行にあたり、専任者（コーディネーター）を１名以上配置すること。 
（６）本事業における実績（イベント実施回数・支援対象者数・就職者数・webアクセス数等）の報
告を求められること。 
（７）事業の進捗状況等を報告するため、東京労働局と業務実績報告会議を毎月１回程度開催し、開

催後３営業日以内に議事録を作成し、東京労働局あて提出する。 
（８）セミナー受講者や担当者等から苦情や改善要求等があった場合は、各事業担当者において取

りまとめて受託者へ通知するので、その都度改善策を書面にて各事業担当者に報告の上、迅速か

つ誠実に対応すること。 
 
２ 大学２～３年生及びフリーター等に対する就職支援 
（１） 委託内容 
大学２～３年生及び 34 歳以下のフリーター等を対象に、就職活動に役立つ対面方式とオン 
ライン形式のセミナーを実施すること。 
   セミナーは、「フリーター対象のセミナー」と「大学生対象のセミナー」とを別々に企画し、

「フリーター対象のセミナー」は（２）ウ①②③④において、「大学生対象のセミナー」は（２）

ウ⑤⑥において実施するものとする。なお、（２）ウ⑤⑥において実施するセミナーのうち２回

は対面方式とオンライン配信を同時に行う開催形式とすること。 
   また、当セミナーの参加者を確実に確保できるよう、５による周知広報を確実に実施するも

のとする。 
（２）具体的な内容 
  ア 実施時期 令和８年５月～３月の間 
  イ 対象者  大学２～３年生及び３４歳以下のフリーター等 
  ウ 実施場所  

① 東京しごとセンター（ハローワーク飯田橋Ｕ-35）（千代田区飯田橋 3-10-3） 
② 東京わかものハローワーク （渋谷区渋谷 2-15-1渋谷クロスタワー８階） 
③ 新宿わかものハローワーク （新宿区西新宿 1-7-1松岡セントラルビル９階） 
④ 日暮里わかものハローワーク（荒川区西日暮里 2-29-3日清ビル７階） 
⑤ 東京新卒応援ハローワーク （新宿区西新宿 2-7-1新宿第一生命ビル２１階） 
⑥ 八王子新卒応援ハローワーク（八王子市旭町 10-2八王子 TCビル６階） 
なお、セミナー実施に必要な消耗品等については、原則受託者が用意すること。 

エ 実施時間 原則各施設の開庁時間中の 90分以内 
  オ 実施回数（計 25回） 
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① 東京しごとセンター（ハローワーク飯田橋Ｕ-35） ３回 
② 東京わかものハローワーク  ４回 
③ 新宿わかものハローワーク  ４回 
④ 日暮里わかものハローワーク ４回 
⑤ 東京新卒応援ハローワーク  ４回 
⑥ 八王子新卒応援ハローワーク １回 
⑦ オンラインセミナー（フリーター向け４回、大学２、３年生向け１回）計５回 
なお、オンラインセミナーで実施した内容は、セミナー実施日以降、公開日から概ね１

ヶ月の間、公式ホームページ上でセミナー動画のアーカイブ配信を行うこと。 
  カ 対象人数 

① 東京しごとセンター（ハローワーク飯田橋Ｕ35）36名以上（１回あたり 12名以上） 
② 東京わかものハローワーク  48名以上（１回当たり 12名以上） 
③ 新宿わかものハローワーク  48名以上（１回当たり 12名以上） 
④ 日暮里わかものハローワーク 48名以上（１回当たり 12名以上） 
⑤ 東京新卒応援ハローワーク  48名以上（１回当たり 12名以上） 
⑥ 八王子新卒応援ハローワーク 12名以上（１回当たり 12名以上） 
⑦ オンラインセミナー（フリーター向け４回、大学２、３年生向け１回） 

５回 60名以上（１回当たり 12名以上） 
  キ セミナー内容 
     ハローワークの標準的な支援メニューとして実施されているセミナーテーマと重複しな

い内容（イメージアップ、キャリアデザイン、メンタルヘルス、生活設計プラン、就職活動

におけるAI活用等）とし、若年者の就職活動や就職後の職業生活に役立つテーマであって、
学生や若者の参加意欲を刺激するよう、その内容やセミナー等の名称を工夫した内容とす

ること。内容については、東京労働局と協議すること。 
     また、参加者に対して、東京しごとセンター（ヤングコーナー）の案内を行うこと。 
  ク 使用教材 
セミナーで使用するテキストは上記の内容を含んだものとし、契約締結後、事前に東京労

働局へ提出し、了承を得ること。 
なお、テキストはセミナー終了後も受講生が復習等に活用できるよう、返却を求めないこ

と。 
ケ 講師の手配 
（ア） 講習を実施するにあたり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講
師として原則最低５年以上の経験を有する者を手配すること。 

（イ） ②、③、⑤、⑥で実施するセミナーについては各１回、若者が直面している課題や諸問
題に精通した有識者、著名人やインフルエンサー等を講師とする特別セミナーとして

実施すること。 
（ウ） 講師の急な体調不良等があった場合も同等の講習が行われるよう対応すること。 
（エ） 講師はセミナー当日において参加者の受付及び案内を行うこと。 
コ 周知用リーフレットの作成及び配付 
周知用のリーフレットを以下の仕様で作成すること。リーフレット記載内容、送付先及び

送付部数は東京労働局と協議のうえ決定する。 
＜リーフレットの仕様＞ 
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・サイズ：Ａ４ 
・使用材料：コート紙 Ａ判 70.5kg 
・印刷：両面（両面カラー）（４／４） 
・加工：化粧断ち 
・部数：10,000 部 

サ 参加申込みの受付 
受付開始日は東京労働局と協議のうえ決定すること。 
本事業専用ＷＥＢサイトのコンテンツ内において、ＷＥＢ上のフォームから申込及び受付

ができるよう設計すること。入力フォーム送信後、即時に受付完了の旨を表示し、別途、メ

ールでも同内容を送信すること。 
申込みに必要な項目は東京労働局と協議のうえ決定する。 
また、申込状況は適宜、東京労働局へ報告するとともに、所定の期日に申込者リストを東京

労働局へ提出すること。 
シ 申込者が定員に達した場合の取扱い 
申込後のキャンセルにより定員に達しない人数でのセミナー開催となることを極力避ける

ため、キャンセル待ちの取扱いを行うこと。 
申込人数が定員に達した場合は、その旨及びキャンセル待ちとなることをＷＥＢ上に表示

すること。 
キャンセル待ちの申込者に対する受付完了の表示及びメール送信については、「キャンセル

待ち〇番」と分かるように表示するとともに、「参加可能となった場合はセミナー前日（土日

祝を除く。）の 17時までに連絡する」と申込者に伝えること。 
ス 参加者への連絡 
参加申込者に対して、セミナー当日の案内を行う。また、セミナーの前日もしくは前々日

（土日祝を除く。）に電話及びメールで参加確認を行うこと。 
  セ 講習の運営 
受託者は、講習当日の運営は進行等について主体的に事務処理一切を行うこと。講習当日

の参加者受付等を行うとともに、東京労働局及び各施設の指示に従い、会場設営及び原状回

復等についても行うこと。 
  ソ アンケートの実施 
受講者に対してアンケートを実施し、セミナー終了時に回収のうえ実施月の翌月 10日まで
に東京労働局へ提出すること。アンケート様式案を受託者が作成し、東京労働局と協議のう

え決定する。 
タ 講習結果報告書の提出 
受託者は、講習内容、講習全体のタイムテーブルを報告書として作成し、受講者名簿ととも

に実施月の翌月 10日まで東京労働局へ提出すること。報告書様式案は受託者が作成し、東京
労働局と協議のうえ決定する。 

  チ 事業目標について 
    仕様書別紙１のとおりとする。なお、就職者数の確認は、東京労働局において行い、受託業

者と人数について共有するものとする。 
                            
３ 高校生に対する就職支援 
（１）委託内容 
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   高校生の企業研究の一助とし、併せて中小企業の人材確保支援を目的として、高卒求人提出

企業の企業情報を web 上で分かりやすく提供する。 

（２）具体的な内容 

  ア 概要 

    高校生向け Web 企業説明サイトとして、企業の一言 PR や企業紹介動画（企業にて作成、30

秒程度）及び自社 HP等へリンクさせる PR シート（仮称）を掲載する。PR シートの掲載にあた

っては、高校生の希望に応じた職業等による検索を可能とし、高校生の業界や職業研究に役立

つものとする。 

イ 実施方法 

（ア）企業募集用リーフレットの作成 

企業募集に関する事業所向け周知用リーフレットを作成し、東京労働局による校正を２

回経た上で、５月８日（金）までに東京労働局あて編集可能なデータにて納品すること。 

 （イ）専用フォームによる企業受付 

東京労働局が募集する「Web 企業説明会サイト（仮称）」参加企業向け、専用受付フォー

ムを作成し、募集企業を取りまとめ、リスト化して東京労働局に提出する。 

専用受付フォームの項目は、事業所名、所在地、電話番号、E メールアドレス、担当者、

求人番号、（ウ）の検索項目を含めた仕様を東京労働局と協議して決定すること。 

申込期間中、７月末日までは、随時申込企業リストを送ることとし、それ以降は、一週間

毎に受付番号を付与した企業リストを提出すること。 

なお、６月１日（月）から６月 30日（火）は求人番号が未記載の事業所を仮受付期間と

する。 

（ウ）申込企業への PRシート作成依頼 

PR シートのフォーマットは、東京労働局と協議の上決定する。 

上記（イ）により申込のあった事業所のうち、東京労働局において指定した事業所に対

し、事業所 PR シート等の作成依頼を行い、二週間程度の締め切りを設けてとりまとめた

上で、７月末日までは随時、それ以降は一週間毎に東京労働局に提出すること。提出する

際は、上記（イ）の受付番号と同様の番号に振り分けて提出すること。（申込事業所番号と

同じ番号を PR シート等に振ること。） 

なお、掲載に必要となる求人番号は７月以降に各ハローワークから割り振られるため、

掲載前に確認し、修正すること。 

PR の内容は、東京労働局と協議の上、事業所作成による企業情報（従業員数、簡易な事

業内容等）、一言 PRや採用に係る PR 用動画・写真等の他、事業所 HP の URL や二次元コー

ドの掲載等とする。 

なお、（エ）の高校生向け専用サイト掲載にあたり、PR シートそのものを掲載するか、

HP 上 PR 項目等を記載するか、より効果的かつ簡易な仕様となるよう提案すること。 

（エ）高校生（学校）向け専用サイトの作成・運営 

検索機能により抽出できる仕様を搭載した専用ホームページを作成し、（ウ）で作成した

PR シート等を掲載する。 

検索項目は、業種、職種、地域（区、多摩地区、他県）、沿線、寮・住み込みあり、外国

籍雇用実績の有無等とし、デザイン含め東京労働局と協議して決定すること。 

検索方法としては、上記項目全てを含めずとも検索できるようにし、各項目一つのみで

も検索できるようにすること。 
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掲載検索画面のトップページ及び各 PR シート等の掲載ページから、高卒就職情報提供

Web サービス（https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/）（以下「高卒 Web」とい

う。）のトップページにリンクするようにすること。 

掲載期間については、７月 10 日までに受理したものは、７月 24 日までに搭載すること

とし、８月 31 日までは随時掲載、その後は一週間に一回の定期掲載とする。 

関連ページには、必ず U-35 の利用勧奨内容を掲載すること。 

（オ）都内高等学校向け周知広報活動 

都内高等学校向け、周知広報（「５ 周知広報について」によること）を実施する。 

周知方法としては、下記５（２）オによることとする。 

生徒向け周知用チラシは、検索方法等を分かりやすく説明するものとし、Ａ４表裏 1 枚

もので写真・イラスト等を活用し、二次元コードで専用サイトにリンクさせるようにする

こと。 

リーフレットの作成にあたり、東京労働局による校正を２回経た上で、５月 22 日（金）

までに東京労働局に編集可能なデータにて納品することとし、併せて、高卒 Web トップペ

ージに掲載されている全国高等学校便覧の東京ページに記載されている各学校に２枚ず

つ送付すること。この他、生徒周知用に 3,000 枚程度印刷の上、納品先については東京、

労働局の指示により発送すること。（生徒の周知向けチラシは全数で 5,000 枚） 

ウ 実施時期 

    企業申込期間令和８年６月１日（月）～11 月 30 日（月）、高校生向け専用サイト掲載期間

令和８年７月８日（水）～令和９年３月 31 日（水）とする。 

エ 規模 

    300 社（申込先着順とし、300 社を超える場合は、申込終了の案内表示をすること） 

オ Web サイトの構成の留意事項 

（ア）事業所向け専用フォーム 

     見本等でわかりやすく表示した上で簡易な仕様とし Web サイト内の表記や表現について

東京労働局と協議の上作成すること。 

（イ）高校生向け Web サイト 

スマートフォンやタブレットの特性を踏まえ、縦スクロールにも対応できる画面構成と

すること。 

分かりやすい検索画面とするため、検索機能をシンプルに表示するとともに、イラスト

等を活用し直感的に分かるような表示とすること。 

（ウ）Web サイト構成上の留意点等 

５の周知広報における方針等を踏まえ、適切に対応すること。 

カ 目標 

   仕様書別紙１のとおりとする。 

 
４ 就職後の悩みを抱えている若者や就職を控えた若者への支援 
（１）委託内容 
   就職後の悩みを抱えている在職中の若者や就職を控えた若者（または就職活動中の方）を対

象に早期離職を防止し、職場定着を促進するためのセミナー等を実施。 
   また、参加者を確実に確保できるよう、特に在職中の若者に対して、５による周知広報を確実

に実施するものとする。 



6 

（２）具体的な内容 
  ア 実施時期 令和８年５月～３月の間 
  イ 対象者 在職中または就職を控える（就職活動中を含む）概ね 34歳以下の若者 
ウ 実施場所 東京新卒応援ハローワーク、新宿わかものハローワーク及び東京わかものハロ

ーワークから至近で、各最寄り駅から概ね徒歩 10分以内の会場を確保すること。ハローワー
ク内の会議室等を使用することはできない。 

  エ 開催日等 在職中の者が参加しやすいよう、土曜日又は日曜日に実施すること。 
オ 講師の手配 
（ア） 講習を実施するにあたり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講

師として原則最低５年以上の経験を有する者を手配すること。 
（イ） 講師の急な体調不良等があった場合も同等の講習が行われるよう対応すること。 
 
カ 周知用リーフレットの作成及び配付 
周知用のリーフレットを以下の仕様で作成すること。リーフレット記載内容、送付先及び

送付部数は東京労働局と協議のうえ決定する。 
＜リーフレットの仕様＞ 
・サイズ：Ａ４ 
・使用材料：コート紙 Ａ判 70.5kg 
・印刷：両面（両面カラー）（４／４） 
・加工：化粧断ち 
・部数：1,000 部 

キ 参加申込みの受付 
受付開始日は東京労働局と協議のうえ決定すること。 
本事業専用ＷＥＢサイトのコンテンツ内において、ＷＥＢ上のフォームから申込及び受付

ができるよう設計すること。入力フォーム送信後、即時に受付完了の旨を表示し、別途、メ

ールでも同内容を送信すること。 
申込みに必要な項目は東京労働局と協議のうえ決定する。 
また、申込状況は適宜、東京労働局へ報告するとともに、所定の期日に申込者リストを東京

労働局へ提出すること。 
ク 申込者が定員に達した場合の取扱い 
申込後のキャンセルにより定員に達しない人数でのセミナー等開催となることを極力避け

るため、キャンセル待ちの取扱いを行うこと。 
申込人数が定員に達した場合は、その旨及びキャンセル待ちとなることをＷＥＢ上に表示

すること。 
キャンセル待ちの申込者に対する受付完了の表示及びメール送信については、「キャンセル

待ち〇番」と分かるように表示するとともに、「参加可能となった場合はセミナー等前日（土

日祝を除く。）の 17時までに連絡する」と申込者に伝えること。 
ケ 参加者への連絡 
参加申込者に対して、セミナー等当日の案内を行う。また、セミナー等の前日もしくは前々

日（土日祝を除く。）に電話及びメールで参加確認を行うこと。 
  コ セミナー等の運営 
受託者は、当日の運営は進行等について主体的に事務処理一切を行うこと。当日の参加者
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受付等を行うとともに、東京労働局及び各施設の指示に従い、会場設営及び原状回復等につ

いても行うこと。 
  サ アンケートの実施 
参加者に対してアンケートを実施し、セミナー等終了時に回収のうえ実施月の翌月 10日ま
でに東京労働局へ提出すること。アンケート様式案を受託者が作成し、東京労働局と協議の

うえ決定する。 
シ 講習結果報告書の提出 
受託者は、講習内容、講習全体のタイムテーブルを報告書として作成し、受講者名簿ととも

に実施月の翌月 10日まで東京労働局へ提出すること。報告書様式案は受託者が作成し、東京
労働局と協議のうえ決定する。 

  ス 事業目標について 
    仕様書別紙１のとおりとする。 
 
５ 周知広報について 
（１）基本方針 
   事業への参加促進を図る効果的な周知の方法により行うこと。実施にあたっては、本事業の

対象者に確実にアプローチし、認知度向上を図り、費用対効果を意識した有効な広報施策となる

よう、活用する広報媒体や手法を検討すること。 
   また、公式ホームページの作成にあたっては、直感的かつ容易に必要な情報にアクセスでき

るよう、レイアウトや階層構造に配慮することとし、サイト構成図を示すこと。 
（２）広報計画の策定 
 受託者は、本事業の対象となる34歳以下の若者に対する効果的な周知・広報を実施すること。 
 以下に掲げる事項を考慮の上、受託者が自ら保有するネットワークの利用をはじめ、ＳＮＳ

（Ｘ（旧 Twitter）、Instagram、YouTube 等）や各プラットフォームにおけるインフルエンサ
ーの活用等も含めた普及周知活動を実施し、効果的な運用を行うこと。なお、活用するインフル

エンサーは１名以上、インフルエンサーにかかる制作動画は２本以上とする。 
 また、各自治体で実施されている二十歳のつどい（成人式）等で放映するハローワークの周知

動画（６０秒程度）を１本作成すること。 
 詳細は受託者の提案によるものとし、実施にあたっては「広報計画書」として提出し、東京労

働局と協議の上で決定する。 
ア 行政が主催する事業に対する堅苦しいイメージを払拭し、かつ、対象者である 34 歳以下の
若者の目にとまるようなデザインやレイアウトとし、統一感のある広報の提案を行うこと。 
  なお、「大学生対象のセミナー」「フリーター対象のセミナー」「高校生向けサイト」について、

それぞれ的確にアクセスできるページとなるよう工夫すること。 
イ 本事業の対象者を考慮し、Ｗｅｂ広告・ＳＮＳ広告等様々な媒体・手法から、費用対効果の

視点を持って、提案すること。 
ウ ２（２）ウの実施場所への集客を目的として、本事業の対象者に対する施設の効果的な周知

広報となるような工夫し、公式ホームページのアクセス数を向上させること。 
エ 広告の掲出効果を把握するため、それぞれ目標となる KPI を定め、具体的な効果測定方法を
提案し、実施すること。また、屋外、交通、インフルエンサー、ＳＮＳ等の広告の提案の際は、

出稿量や発信情報の到達量等についてのメディア KPI 設定及び効果測定を実施すること。 
オ 高校生向け Web 企業説明会専用サイトの広報については、学校及び生徒向け広報となること
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から、上記に加え、都内高等学校への周知計画については、東京労働局の作成する文書と連動

して誘致用チラシを配付する等、東京労働局と協議の上、密に連携して実施すること。 

  東京労働局が指定する最大 50 校程度の高等学校について、直接学校に連絡の上訪問または

電話にて事業の説明及び専用サイトの検索方法等の使用上の説明を実施すること。 

（２）本事業周知用チラシの作成 

  高校生の Web 企業説明サイトに関するチラシは、上記３（２）イによること。 

（３）公式ホームページの作成及び管理運営 
  ア 公式ホームページの作成 
    契約締結後、東京労働局と協議の上で東京労働局が指定する日時（令和８年５月上旬を予

定）までに、以下のとおりホームページを作成すること。 
    また、厚生労働省サブドメイン（mhlw.go.jp）を使用すること。このための必要な手続きは
労働局より指示する。 

    事業終了後、第三者に不正に取得されないよう、東京労働局においてドメインを一定期間

保持するため、契約終了時に登録者名義を東京労働局に変更すること。 
  （ア）全体レイアウト 
     参加者の目にとまるデザインやレイアウトを意識しつつ、必要な情報に直感的にアクセ

ス可能なウェブページとなるよう、作成すること。特に、３（２）イ（エ）高校生向け web
企業説明サイトは、高校生向けであることを意識したものを作成すること。これらは、受託

者による提案とし、詳細は東京労働局と協議の上で決定する。 
  （イ）ページ構成 
     作成するページ数は指定しないが、以下の①～⑥に掲げる項目について、明確に区分し

つつ掲載し、かつ、トップページから容易にアクセスできるようにすること。このほか、事

業の実施にあたり必要となる要素を適切に含んで作成すること。 
① 新着情報 
② 事業案内（若年地域連携事業全体像、セミナー等、高校生向け web企業説明サイト） 
③ セミナー等参加申込フォーム 
④ 個人情報保護方針 
⑤ サイトポリシー（アクセシビリティ方針） 
⑥ 著作権に関するページ 

     なお、③の申込フォームは、SSL に対応することとし、登録項目はメールアドレス、ハ
ローワーク登録の有無（有の場合は登録番号）、居住地、年代等を想定している。詳細は東

京労働局と協議の上で決定すること。 
  （ウ）パソコンによる閲覧を前提としたページを作成する他タブレット端末向けのページも併

せて作成すること。 
  （エ）ホームページの作成に当たっては、東京労働局における作成基準、仕様書等に準拠するこ

と。 
  （オ）ホームページの作成に当たって必要なサーバー等機器の調達を行うこと。 
     なお、サーバーは専用とし、機器の調達に要する一切の費用は契約金額に含む。 
  イ 公式ホームページの管理運営 
  （ア）セミナー受講者募集等、時期に応じて更新の必要が生じるため、適切に応じること。 
  （イ）セミナー等終了後は、会場毎に開催結果を取りまとめの上、東京労働局に提出すること。 
  （ウ）サーバー管理、運用業務を実施すること。 
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  （エ）ホームページの維持及び管理を契約期間満了時まで行うこと。 
     なお、契約期間満了後に別の事業者にホームページの維持管理を引き継ぐ必要が発生す

る場合には、適切に対応を行うこと。 
  ウ その他 
  （ア）受託者は、一般的な検索エンジンが提供するアクセス集計サービスを利用し、前月の全ウ

ェブコンテンツへのアクセスデータの集計を行うこと。 
     なお、必要な統計は以下のとおりとする。また、前月のアクセス状況を踏まえた上で、タ

ーゲット層からのアクセスを増やすために有効な手法を助言、提案するとともに、東京労働

局の許可を得た上で、必要な作業を行うこと。 
① 日別のアクセス状況 
② 検索ワード別アクセス状況 
③ リンク元 URL、リンク元サイト別アクセス状況 

  （イ）受託者は、ウェブコンテンツへのアクセスデータの集計及び分析結果を任意の様式によ

り、当該月分を原則翌月 10 日までに書面にて東京労働局に報告を行うこと。 
（４）ノベルティグッズの作成 
    セミナーやイベントに参加する支援対象者及び若年者へ事業の目的や支援機関の周知、利

用促進を目的として、二十歳のつどいやセミナーイベント会場等で配付するノベルティグッ

ズ（1,000個）を作成する。 
（５）その他の周知広報関連業務 
  ア 本事業用 SNS アカウントの運用 
    Ｘ（旧 Twitter）、Instagram、等のＳＮＳアカウントの運用を行うこと。 
    運用にあたっては、セミナー等に係る周知を定期的に発信するものとし、適宜（土日祝日及

び年末年始を除く。）更新作業を行うこと。発信の内容については、事前に東京労働局の了承

を得ること。 
  イ Ｗｅｂ広告・ＳＮＳ広告等の実施 
    本事業のターゲットに関心の高い情報を分析し、告知する媒体として有効な広告先を選定

し、公式ホームページへのアクセスを獲得すること。また、選定した媒体に合わせたコンテ

ンツの制作を行うこと。 
  ウ 東京労働局ホームページ用バナー画像の作成 
    東京労働局・ジョブカフェが広報するためのバナー用画像を作成し、提供すること

（JPEG,GIF 又は PIG形式）。サイズは別途指示する。 
  エ デジタルサイネージ用データ作成 
    東京労働局及び東京都所管のデジタルサイネージ出稿用のデータを作成すること。作成に

当たっては、掲載先の特性を考慮して文字サイズやビジュアル等のデザインをすること。 
 
 

～以上～ 



令和８年度 若年者地域連携事業の概要（仕様書別紙１の別添の資料）

実施内容実施趣旨事業内容

大学生に対するセミナーは新卒応援ハロー
ワークにおいて実施する。
フリーターに対するセミナーは、U-35、東京・新
宿・日暮里の各わかものハローワークにおいて
実施する。
集客を図るため、各実施施設の広報も実施する。
【実施回数】25回
【支援対象者数】300人
【就職者数】55人（フリーターのみ。オンライン受
講者も計上する。）

大学２～３年生及び34歳以下のフリー
ター等を対象に、就職活動に役立つセミ
ナーを実施することにより、就職活動の
基礎力養成や就職準備性の向上を図
る。

「大学２～３年生及びフリーターに
対する就職支援」

Ⅱ地域の特性を踏まえた若年者に
対する雇用支援サービス

【対象企業数】300社
【サイトアクセス数】令和７年度の閲覧数を上回
る数（参考：令和６年度2,332アクセス）
【就職者数】20人（掲載企業への就職数）

主に就職を希望する高校生の企業研究
の一助とするため、高卒求人提出企業
の企業情報をわかりやすく提供する。

「高校生に対する就職支援」

Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が
見込まれる企業における人材確保
支援

Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者
に対する雇用支援サービス

【実施回数】2回以上
【支援対象者数】100人
【就職者数】25人（在職中以外の方）

若年層の早期離職を防止し、職場定着
の促進を図るため、仕事を続ける上で
の心構えや不安解消等をテーマとした
セミナー等を実施する。

「就職後の悩みを抱えている若者
や就職を控えた若者への支援」

Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者
に対する雇用支援サービス

1
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●大学２、３年生、フリーターに対する就職支援

（実施内容）

就職活動に役立つ対面方式とオンライン形式のセミナーを実施する。内容は、ハローワークの標準的な支援メ
ニューとして実施されているセミナーテーマと重複しない内容とし、若年者の就職活動や就職後の職業生活に役立
つテーマであって、学生や若者の参加意欲を刺激するような内容とする。

（実施場所）
東京しごとセンター内セミナールーム（Ｕ-35）、東京（渋谷）・新宿・日暮里わかものハローワーク、東京・八王子
新卒応援ハローワーク

（実施回数、対象者数）
年間25回 年間300人

（就職目標）
年間55人



3

●高校生に対する就職支援

（実施内容）

主に就職を希望する高校生の企業研究の一助とし、併せて、中小企業の人材確保支援を目的として、高卒求
人提出企業の企業情報をweb上で分かりやすく提供する。

（実施場所）
WEB上

（対象企業）
300社

（サイトアクセス）
令和７年度の閲覧数を上回る数（令和７年10月末現在11,881アクセス）参考（令和６年度アクセス数2,332）

（就職目標）
20人（掲載企業への就職者）
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●就職後の悩みを抱えている若者や就職を控えた若者への支援

（実施内容）

就職後の悩みを抱えた若者や就職を控えた若者（または就職活動中の方）を対象に早期離職を防止し、
職場定着を促進するため、仕事を続ける上での心構えや不安解消等をテーマとしたセミナー等を実施す
る。

（実施場所）

東京新卒新卒応援ハローワーク、新宿わかものハローワーク及び東京わかものハローワークから至近で、各最
寄り駅から概ね徒歩１０分以内の会場（ハローワーク内会議室等は使用不可）

（実施回数、対象者数）
年間２回以上 年間100人

（就職目標）
年間25人（在職中以外の方）



 

 

（仕様書別紙２） 

実 施 計 画 案 

 

委託事業の目的 

 

 

 

委託事業実施期間 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

委託事業の概要 

内  容 支援対象者 目標 

（①イベント実

施回数／②支援

対象者数／③就

職者数） 

目標達成に向けた

具体的な手段等 

【事業名】令和８年度若年者地域連携事業 

【事業概要】 

実施内容(直接実施･再委託) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載すること。 

  また、実施する事業内容の後ろに（ ）で、受託者が直接実施するものであれば（直接実施）、再委託 

により実施するものであれば（再委託）と記載すること。 

 ※「目標達成に向けた具体的な手段等」には目標達成に向けた手段や方法、対策等について具体的に記載 

すること。 

※本紙の内容が提案書に網羅的に記載されている場合は、本紙の提出を省略して差し支えない。 



（仕様書　別紙3-1）

1 従来の実施に要した経費

令和5年度 令和6年度

常勤職員

非常勤職員

委託費定額部分 24,741千円 18,161千円

成果報酬等

旅費その他

24,741千円 18,161千円

24,741千円 18,161千円

令和5年度（実績額） 令和6年度（実績額） 令和7年度（契約額）

13,349千円 7,721千円 7,973千円

3,756千円 2,299千円 1,438千円

5,387千円 6,491千円 6,402千円

2,250千円 1,651千円 1,582千円

24,741千円 18,161千円 17,392千円計

（単位：千円）

従来の実施状況に関する情報の開示

(a)+(b) 17,392千円

　

１．人件費

２．管理費

３．事業費

４．消費税

参
考
値

(

b

)

減価償却費

退職給付費用

間接部門費

委託費等

17,392千円

計(a) 17,392千円

令和7年度

人件費

物件費



(仕様書　別紙3-2）

常勤職員

コーディネーター

事務員

メールカウンセラー

非常勤職員

令和7年度

実績 実績 目標（計画）

2回

40社

34人

就職者数 7人

11回

205人

就職者数

136回 48回 24回

277人 77人 200人

就職者数 28人 20人 20人

12回 6回

144人 100人

就職者数

4回

21社
（注記事項）

12回

420人

実施回数

参加者数

(5)若年人材の採用に向けた企業向けサービス

実施回数 4回

参加企業数 40社

参加者数 1,488人 192人

206人 30人

(4)大学生に対する就職支援

(3)フリーターに対する就職支援

実施回数 132回 48回

50人

(2)若年者を対象とした集団的就職活動の支援

実施回数 12回

参加者数 288人

(1)人出不足分野等を対象とした企業説明会の実施

実施回数 2回

参加企業数 40社

参加者数 200人

（業務従事者に求められる知識・経験等）
・セミナー、イベント等の企画、運営に従事した経験があること。
・コーディネーターについては、事業運営に関して関係者（東京労働局、東京都、経済団体、学校、区市町村等）との調整
能力を有しており、雇用労働情勢に明るいこと。
・事務員については、事務作業に必要なパソコン操作のスキル（ワード・エクセル等）を有していること。

３．年度別の事業実績について

令和5年度 令和6年度

目標 目標

1 1

3 3 3

２．従来の実施に要した人員

令和5年度 令和6年度 令和7年度

4 4 4

1



仕様書別紙４ 

  

 

  番         号 

                                         令和  年  月  日 

 

 東京労働局長 殿 

 

 

                                                    受託者名     

 

 

令和８年度若年者地域連携事業 

送付手順書及びアップロード手順書 

 

 個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施

します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致

します。 

 

記 

 

１ メール誤送付 

⑴ メール宛名間違い 

① 宛先のアドレスをダブルチェックする。 
⑵ BCC を TO、CC 送付 

① 宛先が BCC かをダブルチェックする。 
② 送信宛先が複数の場合、強制的に BCC に変換するシステムを導入す
る。 

⑶ 誤情報送付 

① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。 
② 要機密情報を暗号化する。 
③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する（メールの使い回
しをしない。）。 

２  FAX 送付先誤り 

① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。 
② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。 
③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。 
３  郵送誤り 

宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。 



仕様書別紙４ 

  

 

４ 手渡し誤り 

手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。 

５ 誤アップロード 

アップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェ

ックする。 

６ その他 

上記１～５に定めるものの他、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止

のために受託者としてあらゆる手段を講じる。 

 

 



1 
 

 

 

「令和８年度若年者地域連携事業」に係る提案書類作成要領 

 

１ 提案書類の作成・提出内容 

⑴ 名称 

「令和８年度若年者地域連携事業」提案書類 

⑵ 提出資料 

① 提案申請書（入札説明書 別紙３） １部 

② 提案書    ８部（原本１部、写し７部） 

ア 原本の表紙に「入札参加企業名」を記入すること。 

イ 写しについては、会社名、ロゴマーク、所在地等は一切記載せず、提案者が特定できな

いようにすること。 

ウ カラーＡ４、両面印刷、左上１箇所ホチキス留めとすること。 

エ 紙資料の提出に加え、メール等で電子媒体を提出すること。その際のファイル形式は、

原則として、MS-WORD、MS-Power Point、MS-Excel、PDF 形式とする。なお、これに拠

りがたい場合は、申し出ること。 

オ 冒頭に提案書の内容の要約を６ページ（表紙除く）以内で示すこと。 

③ 提案書の記載事項 

仕様書に記載された内容及び入札説明書別添４「『令和８年度若年者地域連携事業』に

係る評価項目及びその評価基準」を踏まえて提案書を作成すること。また、作成に当たって

は、以下の内容についても留意すること。 

ア 提案書には、提案内容に加えて提案の意図を記載すること。 

イ 本事業を通じた都道府県をはじめとする関係機関との連携内容及び方法について、具

体的に記載すること。 

ウ 若年者地域連携事業に係る協議会が選定した事業内容を具体化するにあたり、提案

者が有するノウハウをどのように活かしていくのか具体的に記載すること。 

エ 各事業の実績や効果の把握方法（体制を含む。）及び把握時期について記載すること。

特にオンラインを活用した事業を実施する場合にあっては、就職者数等の実績を後追い

する際の調査手法（体制を含む。）についても記載すること。 

オ コーディネーターとして配置を予定する者について、事業の遂行に必要な知識、専門性

（資格）、経験、能力等を有することについて記載すること。 

カ 本事業と類似する事業の実績が過去 10 年以内にある場合は、当該事業の実施年度、

実施内容等について記載すること。なお、類似する事業は、仕様書別紙１「提案すべき事

業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。 

 （３） 提出方法 

封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記すること。 

なお、原則郵送（書留郵便に限る）での提出とするが、持参での提出も可とする（事前の連

絡は不要。）。 



未着の場合、その責任は提案者に属するものとする。 

⑷ 提出期限 

    令和８年２月 24 日（火）15 時 00 分までに提出すること。 

⑸ 提出先 

    〒102-8305 千代田区九段南１－２－１ 九段第三合同庁舎 12 階 

   東京労働局職業安定課若年雇用係 担当 石田（いしだ） 

   TEL：03-3512-1657  

   E－mail：jakunen-tokyo@mhlw.go.jp 

 

２ 提案書類の作成等に当たっての留意事項 

⑴ 提案書を評価する者が、正確な評価を短時間かつ容易に行うことが可能となるよう、分かり

やすい提案書を作成すること。 

⑵ 提案書には、提案者の連絡先（担当者氏名、電話番号及びメールアドレス）を記載するこ

と。 

⑶ 特許権及び著作権等のあるものを提案内容に利用する場合には、事前に承諾を得ること。 

⑷ 一者当たり１件の提案を限度とし、それを超えて提案を行った場合は全てを無効とする。 

⑸ 採用した企画案の版権その他の権利は、東京労働局（以下「労働局」という。）に帰属するこ

と。 

⑹ 受託者は、当該事業の実施について責任を持って契約書のとおり履行すること。 

⑺ 受託者は、発注者に対して、定期的に報告又は打合せを行い、期限内に完成すること。 

⑻ 採用された業者は、以下の理由以外は、この作成要領及び納品場所等についての不明を

理由として異議又は契約の解除を申し出ることはできない。 

① 契約期間内に予期することができない経済事情等が生じ、契約の履行ができなくなった

場合。 

② 申出に正当な理由があると支出負担行為担当官が認めたとき。 

⑼ この作成要領に疑義が生じた場合は、上記１⑸までメールにて問い合わせること。 

⑽ 提案書類について労働局から問い合わせがあった場合は、誠実に対応すること。 

⑾ 上記の他、入札説明書に記載の内容に留意すること。 

 

 



（別紙） 

「令和８年度若年者地域連携事業」に係る提案書類作成要領 補足事項 
 
 
実施内容について、別添２「仕様書」の別紙１に基づき、以下のことについて

提案書に記載すること。 
 
１ 本事業の広報計画 
  周知広報を強力に実施するための具体的内容を盛り込むこと。 
 
２ 本事業専用ＷＥＢサイト 

トップページ、各対象（高校生、大学生、フリーター）毎のページの構成な

どイメージ案を盛り込むこと。 
 
３ 本事業専用ＳＮＳ 
発信方法、内容及びその効果について提案し記載すること。 

 
４ 本事業広報のためのインフルエンサー 
  候補となるインフルエンサーを３名程度、氏名、経歴等具体的に提案し記載

すること。 
 
５ セミナーの内容 
各セミナーについて、それぞれ内容を提案し記載すること。 
内容については、ハローワークの標準的な支援メニューとして実施されて

いるセミナーテーマと重複しない内容（イメージアップ、キャリアデザイン、

メンタルヘルス、生活設計プラン、就職活動における AI活用等）とし、若年
者の就職活動や就職後の職業生活に役立つテーマであって、学生や若者の参

加意欲を刺激するような内容５種類程度を提案すること。なお、オーソドック

スなテーマの場合は、若者の集客に結びつくような工夫を施す内容とするこ

と。 
 
６ セミナー等の講師 
各セミナーについて、氏名、経歴など具体的に提案し記載すること。 

 
７ リーフレット等 
リーフレットについて、具体的なイメージ案を盛り込むこと。 
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「令和８年度若年者地域連携事業」に係る評価項目及びその評価基準 

 

１ 選考基準 

別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。 

                                                

２ 決定方法について 

(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち、

後記３に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 

ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。 

イ 入札に係る技術等が入札の公告（これらに係る入札説明書を含む。）において明らかにし

た技術等の要求要件（以下「技術的要件」という。）のうち、必須とされた項目の最低限の

要求要件をすべて満たしていること。 

 

(2) 前項の数値の最も高い者が二者以上ある場合は、当局が用意した入札に関係のない職員に

くじを引かせて落札者を定めるものとする。 

 

３ 総合評価の方法 

(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるも

のとする。 

  【得点配分】 

   総得点：300 点 

    価格点：100 点 

    技術点：200 点 

価格と同等に評価できない項目 100 点（評価項目） 

価格と同等に評価できる項目  100 点（評価項目） 

 

(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を１から減じた値に100

点を乗じて得た値とする。 

  価格点＝（１－入札価格／予定価格）×100 点 

 

(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。 

ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか（必

須項目審査）、また、効果的なものであるか（加点項目審査）について行うものとする。 

イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満た

していることを確認する。項目が満たされている場合には基礎点として加点を行う。１つ

でも満たしていない場合は失格とし、すべて満たした場合、基礎点として 30 点とする。 
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 ・事業実施の基本方針の適格性 

 ・若年者雇用に係る都道府県の実情や課題等への理解について 

 ・組織・人員体制について 

 ・その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について 

ウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行う。なお、提

案内容については、絶対評価により加点するが、一部の項目については該当する場合に減

点を行う。評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、各項目に点数を付与

する。 

エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。 

オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果（点数）を合計し、それを平均し

て技術点を算出する。 

カ 過去に賃上げ表明により加点を受けたものの、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」に

記載した賃上げ基準に達していない事業者の場合、技術点から 20 点を減点する。 

 

(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る

技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 

 

 



採点等 評価点

１　事業の実施方針（/30点） /30

(1) 事業実施の基本方針の適格性

・本事業の趣旨・目的や前提となる若年者雇用の現状・課題を理解し、その実施に当たっての理念、基
本的な考え方が示されているか。
・事業目標の達成に向けて、公正・中立的な立場で事業を実施できるか。
・仕様書記載の業務について提案されているか。
・委託要項等記載の遵守事項について全て遵守すると記載されているか。
・委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することとなっているか。

● 合・否 /10 ※２

(2)
若年者雇用に係る都道府県の
実情や課題等への理解につい
て

・若年者雇用に係る都道府県の実情や課題について理解しているか。
・センターを始めとする県の雇用施策や国の就労支援について、内容や役割を理解しているか。また、
相互の関係性について、体系的な知識を有しているか。

● 合・否 /10 ※２

(3) 組織・人員体制について
・本事業を遂行可能な体制・人員が整備されているか（２　事業実施方法での評価を除く）。
・統括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示されているか。
・再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容等が明確に示されているか。

● 合・否 /5 ※２

(4)
その他本事業を行うに当たり
必要となる業務の実施につい
て

苦情等への対応、個人情報の保護、情報及び資料の取扱いは適切か。 ● 合・否 /5 ※２

２　事業実施方法（/120点） /120

①都道府県の実情に合った考え方となっており、都道府県との連携を意識した事業内容となっている
か。
・大変優れている＝２０点
・優れている＝１２点
・優れているレベルよりやや劣る＝４点
・劣っている＝０点

０・４・１２・２０ /20 ※１

②各事業の内容は適切か。利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。
・大変優れている＝３０点
・優れている＝１８点
・優れているレベルよりやや劣る＝６点
・劣っている＝０点

０・６・１８・３０ /30 ※１

③各事業について、イベント実施回数、支援対象者数及び就職者数の目標値が適切に設定されている
か。また、目標達成に向けた具体的な手段が提示され、実現可能性が高いものとなっているか。
（本事業の活用が図られるための積極的な利用勧奨や効果的な周知・広報、就職支援に資するサービス
や支援機関へのリファーが適切に行われるか。）
・大変優れている＝１０点
・優れている＝６点
・優れているレベルよりやや劣る＝２点
・劣っている＝０点

０・２・６・１０ /10 ※１

④各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置（経験・能力に応じた配置など）となってい
るか。
・大変優れている＝１０点
・優れている＝６点
・優れているレベルよりやや劣る＝２点
・劣っている＝０点

０・２・６・１０ /10 ※１

⑤各事業の計画は適切か。全体スケジュールが適切に立てられているか。
・大変優れている＝１０点
・優れている＝６点
・優れているレベルよりやや劣る＝２点
・劣っている＝０点

０・２・６・１０ /10 ※１

⑥事業の波及効果が見込まれるか。事業終了後も事業実施効果が見込まれるか。
・大変優れている＝２０点
・優れている＝１２点
・優れているレベルよりやや劣る＝４点
・劣っている＝０点

０・４・１２・２０ /20 ※１

⑦事業を効果的・効率的に実施するため、独自の取組・創意工夫を行っているか。
・大変優れている＝２０点
・優れている＝１２点
・優れているレベルよりやや劣る＝４点
・劣っている＝０点

０・４・１２・２０ /20 ※２

/10 ※２

(1)
女性活躍推進法に基づく認定
（えるぼし認定企業、プラチ
ナえるぼし認定企業）等

下記のいずれに該当するか
 ・プラチナえるぼしの認定を受けている＝１０点
 ・３段階目（認定基準５つ全てが○となっている）＝８点
 ・２段階目（認定基準５つのうち３～４つが○となっている）＝６点
 ・１段階目（認定基準５つのうち１～２つが○となっている）＝４点
 ・行動計画を策定している＝２点

０・２・４・
６・８・１０

/10

(2)

次世代法に基づく認定
（くるみん認定企業、トライ
くるみん認定企業、プラチナ
くるみん認定企業）等

下記のいずれに該当するか
 ・プラチナくるみんの認定を受けている＝１０点
 ・くるみん（令和７年４月１日以降の基準）の認定を受けている＝８点
 ・くるみん（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）の認定を受けている＝６点
 ・トライくるみん（令和７年４月１日以降の基準）の認定を受けている＝６点
 ・くるみん（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）の認定を受けている＝６点
 ・トライくるみん（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）の認定を受けている＝６点
 ・くるみん（平成29年３月31 日までの基準）の認定を受けている＝４点
 ・行動計画（令和７年４月１日以後の基準）を策定している＝２点

０・２・４・
６・８・１０

/10

(3)
若者雇用促進法に基づく認定
※２

・ユースエールの認定を受けている＝８点 ０・８ /8

４　賃上げの実施を表明した企業等に係る指標（/10点）（注２） /10 ※２

(1)

【大企業の場合】
当該事業年度（又は暦年）に
おいて、対前年度比（又は対
前年比）で給与等受給者一人
当たりの平均受給額を３％以
上増加させる旨を従業員に表
明していること

・表明している＝１０点 ０・１０ /10

(2)

【中小企業等の場合】
当該事業年度（又は暦年）に
おいて、対前年度比（又は対
前年比）で給与総額を1.5％以
上増加させる旨を従業員に表
明していること

・表明している＝１０点 ０・１０ /10

５　その他（/30点） /30 ※２

(1) これまでの事業実績について
応募者の類似事業（注３）に関する事業実施状況
・類似する事業の実施実績が過去５年以内にある（実施地域は問わない）＝３０点
・類似する事業の実施実績が過去10年以内にある（実施地域は問わない）＝１２点

０・１２・３０ /30

(2) 情報漏洩の有無
（１）で挙げた事業であって、当該労働局の委託事業について、過去３事業年度内に情報漏えい（労働
局において公表した案件に限る。）がないか。
 ・情報漏えいがある＝－５点

０・-５ /0

　　合　計（200点） /200

令和８年度若年者地域連携事業に係る提案書技術審査委員会　評価採点表

評価項目 内　　　容 必須
委員1人の評価点

（価格点：技術点＝１：２、得点配分　価格点100点、技術点200点）
Ⅰ　価格点（価格点＝（１－入札価格／予定価格）×100点
Ⅱ　技術点

(1) 事業の実施について

※１　価格と同等に評価できない項目：100点

※２　価格と同等に評価できる項目：100点

（注１）必須項目は、２段階評価（満たしている＝10点又は５点、満たしていない＝0点）とする。必須項目が０点となった場合は、その応札者は不合格となる。

（注２）過去に本取組により加点を受けたものの、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」に記載した賃上げ基準に達していない事業者の場合、技術点から20点を減点する。

（注３）「類似事業」は、仕様書別紙１「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。

３　ワークライフバランス等の推進に関する指標（/10点）
　※　複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する。
　※　内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。

評価基準 別紙


